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○日 時  令和３年３月 17 日 

      午前 10 時 00 分開議 

────────────────────────── 

○場 所  議 場 

────────────────────────── 

○出席委員（15 名） 

委 員 長    山 田 庫司郎 

副 委 員 長    立 崎 聡 一 

委   員    石 垣 直 樹 

小田部   照 

金 兵 智 則 

川原田 英 世 

工 藤 英 治 

栗 田 政 男 

近 藤 憲 治 

澤 谷 淳 子 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

古 田 純 也 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 

────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

────────────────────────── 

○委員外議員（０名） 

────────────────────────── 

○説明のため出席した者 

市 長   水 谷 洋 一 

副 市 長   川 田 昌 弘 

企 画 総 務 部 長   岩 永 雅 浩 

市 民 環 境 部 長   酒 井 博 明 

健 康 福 祉 部 長   桶 屋 盛 樹 

農 林 水 産 部 長   川 合 正 人 

観 光 商 工 部 長   田 口   徹 

建 設 港 湾 部 長   吉 田 憲 弘 

水 道 部 長   脇 本 美 三 

庁 舎 整 備 推 進 室 長   後 藤 利 博 

企 画 調 整 課 長   北 村 幸 彦 

総 務 防 災 課 長   田 邊 雄 三 

財 政 課 長   古 田 孝 仁 

戸 籍 保 険 課 長   清 杉 利 明 

介 護 福 祉 課 長   高 橋 善 彦 

水 産 漁 港 課 長   渡 部 貴 聴 

港 湾 課 長   梅 津 義 則 

営 業 経 営 課 長   野 呂 俊 広 

営 業 経 営 課 参 事   佐々木 修 司 

上 水 道 課 長   柏 木   弦 

下 水 道 課 長   中 村 昭 彦 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

教 育 長   三 島 正 昭 

学 校 教 育 部 長   林   幸 一 

社 会 教 育 部 長   吉 村   学 

────────────────────────── 

○事務局職員 

事 務 局 長   武 田 浩 一 

事 務 局 次 長   伊 倉 直 樹 

総 務 議 事 係 長   神 谷 浩 一 

総 務 議 事 係 主 査   寺 尾 昌 樹 

係   早 渕 由 樹 

────────────────────────── 

午前 10 時 00 分 開議 

○山田庫司郎委員長 おはようございます。 

 本日の出席委員は15名で、全委員が出席してお

ります。 

 ただいまから、本日の委員会を開きます。 

 それでは、早速、本日の日程であります特別会

計及び公営企業会計に関する細部審査に入りま

す。 

 また、関連であります議案第12号についても、

併せて審査をいただきます。 

 質疑のある方、挙手を願います。 

 澤谷委員。 

○澤谷淳子委員 おはようございます。 

 それでは早速、予算説明書の213ページの買物

リハビリ事業なのですけれども、この事業は昨年

から始まった事業でした。改めてサービスの内容

を伺います。 

○高橋善彦介護福祉課長 事業の内容でございま

すが、買物を通じた身体機能の維持向上や脳の活

性化を図ることを目的に、通所介護事業所の送迎
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バスの空き時間を利用しまして、スーパーマー

ケットへの送迎及び付添い支援を行うものであり

ます。 

 また、会場におきましては作業療法士による軽

体操や講話、利用者の動作評価、指導を行うとと

もに通所介護事業所所属の運転手とサービス介助

士の資格を有するボランティアさんが買物の付添

いをするものでございます。 

○澤谷淳子委員 本当にすばらしいサービスで、

利用状況も教えていただいていいでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 利用状況についてでご

ざいますが、対象となる要支援認定者及び基本

チェックリストによる生活機能の低下が見られた

方としまして、令和２年度は１か所当たり各５

名、計10名にて実施しているところでございま

す。 

 事業の実施につきましては、駒場地区のスー

パーマーケット３店舗を会場に行っております。 

○澤谷淳子委員 本当にそこの商業施設へ今ヘル

パーの方というか、ボランティアとおっしゃって

いましたけれども、その方もついてくれて付添い

支援してくれるということで、大変いいサービス

だと思います。ちなみになのですけれども、訪問

ヘルパーさんが行っている買物支援サービスも今

もありますよね。それの、こちらのリハビリのデ

イサービスとかでやってくれているやつ、今やっ

てもらっているのですけれども、それもやっぱり

まだある程度一定の利用者はまだ買物サービスも

使っている方はまだいらっしゃいますか。 

○高橋善彦介護福祉課長 訪問介護によります生

活支援ですけれども、こちらに関しましても買物

支援というような形でサービスは使われている方

はいらっしゃいます。 

○澤谷淳子委員 このリハビリ事業が始まってま

だ１年しかたっていないですけれども、今聞きま

したのはどちらもやっているというのが大変すば

らしいなと思っています。理解いたしました。 

 ではちょっと次の質問で、同じく213ページの

高齢者等さわやか収集事業、こちらも改めて事業

内容をちょっとお伺いしたいと思います。 

○高橋善彦介護福祉課長 事業の内容でございま

すが、こちら家庭から排出されるごみをごみス

テーションに出すことが困難な高齢者等世帯を対

象としまして、安否確認と併せたごみの個別収集

を行うものでございます。 

 事業実施につきましては、シルバー人材セン

ター、民間事業者、町内会に委託し実施している

ところでございます。 

○澤谷淳子委員 そういう応援してくれるという

のはわかっていたのですけれども、改めてそうい

う陰の配慮をしていたというのは本当にすごいこ

とだなと思いました。 

 それで、自分も含めて高齢の方が年々増加する

と思うのですけれども、このさわやか収集事業も

昨年より200万円ぐらい予算が増えています。

やっぱり年々増加していくのかなと思うのです

が、ごみ分別をやっていく上で本当に必要な予算

だなと思いました。何か見込みといいますか、こ

れぐらいまでのような数字というのはおありなの

でしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 今後の見通しといった

ところでございますが、数字的なところはちょっ

と御用意はしていないのですけれども、今後支援

を必要とする高齢者の増加が想定されますことか

ら、サービス利用の需要はますます高まり、現在

の体制では事業費が増大していくものと考えられ

るところでございます。このようなことから、現

在少数ではありますが、町内会に担っていただい

ている地域もありますことから、町内会等団体へ

の事業周知を継続するとともに、様々な実施主体

を検討しながら事業を継続してまいりたいと考え

ております。 

○澤谷淳子委員 本当に陰でやってくれていた

方々に本当に感謝したいと思います。さわやか収

集のネーミングもすごくいいなと思いました。引

き続き、よろしくお願いいたします。 

 それでは、217ページの寝たきり高齢者等介護

用品支援事業、こちらなのですけれども、介護用

品支援事業ということで、直接介護用品を届けて

くれるというか、そういう形なのかなと思ってい

たのですけれども、この内容もちょっと説明して

いただけますか。 

○高橋善彦介護福祉課長 介護用品支給事業につ

いてでございますが、支給の方法につきましては

償還払いの方法となりまして、申請書と介護用品

を購入したことがわかる領収書の提出が必要とな

りまして、書類等審査後指定口座へ振り込むこと

としております。 

○澤谷淳子委員 わかりました。 

 すみません。名前にこだわるわけではないので
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すけれども、これは寝たきり高齢者等となってい

たので、要介護４になった時点で、寝たきりでは

なくても要介護４の方いるのですけれども、その

方もおむつとかそういう領収書を添付して申請す

ると大丈夫なのでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 こちら対象者ですけれ

ども、在宅で生活するおおむね65歳以上の方で要

介護４または５と認定された方、また前年度の市

民税が非課税の方などが対象となっております。 

○澤谷淳子委員 それでは、その申請をする場

合、毎月レシートで申請というか、というよりも

１年間分を申請する形ですか。 

○高橋善彦介護福祉課長 申請につきましては、

随時受け付けておりますので、まとめて申請され

る方もいらっしゃいますし、毎月申請される方も

現在いらっしゃいます。 

○澤谷淳子委員 それでは、年間の上限額という

かそういうのは、今おっしゃっていただきました

か。 

○高橋善彦介護福祉課長 申し訳ございません。

年間の上限額についてはお伝えしていなかったの

ですが、購入費につきましては月額5,000円、年

間６万円を上限に支給しております。 

○澤谷淳子委員 よく理解しました。 

 それでは最後に、予算が少し増えたのですけれ

ども、昨年コロナ禍で認知症サポーター養成事業

はあったのでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 認知症サポーター養成

事業ですが、こちらは継続して実施し、令和３年

度につきましても実施する予定でございます。 

○澤谷淳子委員 了解しました。 

 私の質問は以上です。 

○山田庫司郎委員長 次、古田委員。 

○古田純也委員 予算書215ページ、高齢者ふれ

あい支援事業についてお尋ねいたします。 

 改めて事業内容をお伺いいたします。 

○高橋善彦介護福祉課長 高齢者ふれあい支援事

業の内容でございますが、高齢者の介護予防や閉

じ籠もり防止を目的とした事業でありまして、地

域住民によるボランティア団体を設立し、各地域

に高齢者ふれあいの家を開設するものでございま

す。 

 現在、市内に14か所開設されております。 

○古田純也委員 ありがとうございます。 

 コロナ禍におきまして、なかなか活動時間が午

前中というふうに限られるようになりまして、参

加者人数もなかなか減ってきているようなお話を

よく聞きます。この際だから、やっぱりきちんと

興味を抱くような活動などを呼びかけるという意

味では、なかなかマンネリ化しているようなお話

も聞きますが、その辺情報提供とかツールの活

用、何か市としての考え方というのはどうされて

いるのですか、お尋ねいたします。 

○高橋善彦介護福祉課長 活動の内容につきまし

ては、14か所様々でございまして、ボランティア

さんの創意工夫により体操や歌、詩吟、マージャ

ン、トランプ、ふまねっと運動などに現在取り組

んでいただいている状況でございます。 

 市としましては、週１回のふれあい事業の実施

を定めておりますが、活動内容につきましては固

定化してしまいますと面白みがなくなるといった

観点から、取組内容はボランティアさんにお任せ

して実施をしていただいておりますが、先ほど委

員おっしゃるとおり、現在コロナ禍により食事の

提供も行っておらず、午前中のみとなっておりま

して、活動内容も縮小している状況もありますの

で、利用者さんからは物足りないといったことも

推察されるところでございます。 

 このような中、自粛生活によりますフレイル予

防の観点から、令和３年度につきましては全ての

高齢者のふれあいの家にリハビリテーション専門

職を派遣しまして、ボランティアさんと利用され

る方への心身機能の維持や介護予防に資するプロ

グラムを提供する取組や保健師や管理栄養士、歯

科衛生士による健康教育の実施についても予定し

ているところでございます。 

 また、スマートフォンの利活用などデジタル時

代に向けた講座を開催することも検討してまいり

たいというふうに考えております。 

○古田純也委員 大変興味深い内容をお聞きしま

して、本年度期待する事業だと思います。 

 私からの質問は以上です。 

○山田庫司郎委員長 次、村椿委員。 

○村椿敏章委員 それでは、質問に入らせていた

だきたいと思います。 

 まず最初は、網走港整備特別会計についてであ

ります。 

 まず最初に歳入について、用地使用料、上屋な

どの料金について、それぞれの収入について伺い

たいと思います。決算見込みでお願いします。 
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○梅津義則港湾課長 用地使用料等の決算見込み

についてでございますが、用地使用料としては

3,500万円、上屋使用料が1,820万9,000円、給水

使用料が160万円、土地売払収入が300万円、貸地

料が1,637万2,000円となってございます。 

○村椿敏章委員 用地使用料が3,500万円、当初

予算上では2,800万円ぐらいだったと思うのです

けれども、この増えた理由は何なのでしょうか。 

○梅津義則港湾課長 当初予定していなかったと

ころで借りてくれたところがありまして、その分

が増額となってございます。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 上屋使用料も前年度の予算では1,820万円です

か、それに対して1,920万円で100万円ほどここも

増えているのですけれども、これについてはどう

いう内容か伺います。 

○梅津義則港湾課長 上屋使用料につきまして

も、ちょっと昨年度とは借主が変わったところで

すとか、そういったところがございまして、その

分で増額となってございます。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 次に、網走港の港湾計画では昭和53年の当初は

計画の目標が外貿で 50万トン、そして内貿で

1,700万トンで始まっております。昭和63年に目

標を外貿80万トン、内貿2,000万トンまで引き上

げました。しかし、その後何度か下方修正して、

平成21年には外貿20.6万トン、内貿64.6万トンに

まで計画を引き下げております。 

 そこで伺いますが、昨年度の計画に対する実績

と利用率はどうなっているのか伺います。 

○梅津義則港湾課長 港湾の利用実績でございま

すが、外貿につきましては実績が約11万9,000ト

ン、内貿につきましては実績として約32万1,000

トン、合計で44万トン。利用率ですね、すみませ

ん。外貿が57.8％、内貿が49.7％、合計で51.6％

の利用率になってございます。 

○村椿敏章委員 外貿で11万9,000トンと、昨年

が８万9,000トンほどだったのですけれども、こ

こで増えた理由というのは何なのでしょうか。 

○梅津義則港湾課長 大きくは石炭の輸入量が増

えたということでございます。 

○村椿敏章委員 わかりました。石炭は外貿とい

うことですね。わかりました。 

 次に、そういう部分でいえば利用率が今回50％

を超えたということですね。 

○梅津義則港湾課長 石炭が全体に占める割合と

いうのがかなり大きいものですので、今回は全体

としての利用率も向上しております。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 それでは、土地の売却についてはどれくらい

あったのか伺います。 

○梅津義則港湾課長 土地の売却実績ですが、現

時点で今年度売却が１件ございました。953平米

売却をいたしまして、５年間の分割払いというこ

とになりまして、返納利息を含めまして1,595万

円の売却額となってございます。 

 今年度につきましては、５年間の分割ですので

300万円の歳入の見込みとなってございます。 

○村椿敏章委員 それでは、この土地の売却につ

いての今後の取組ですね、そこについてはどう

なっているのか、今後売却の努力をどのようにし

ていくのか伺います。 

○梅津義則港湾課長 現時点で令和３年度中に購

入するといったようなお話は頂いてはございませ

んが、漁業者などからも引き合いが来ている物件

もございますし、そういった相談も来ておりま

す。 

 また、再生可能エネルギーのそういった関係の

企業からも問合せがございますので、新年度に向

けて購入してもらえるように努力をしてまいりた

いと考えております。 

○村椿敏章委員 今の再生可能エネルギーの関連

企業ということですが、過去に太陽光発電なども

設置されていると思いますが、今回もそのような

企業の方ですか。 

○梅津義則港湾課長 今、相談があるのはバイオ

マス関連の企業でございます。 

○村椿敏章委員 バイオマス関連というと、今、

能取漁港で行っているバイオマス発電の業者さん

とかそんな感じですか。 

○梅津義則港湾課長 この場であまり詳しいこと

は避けますが、木質バイオマスの関連企業という

ことでございます。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 輸入するものも扱っているでしょうし、そうい

うことも考えられますよね。わかりました 

 次、未売却地はどれぐらいあるのか伺います。 

○梅津義則港湾課長 網走港における処分可能な

土地の総面積は22万447平米で、そのうち現在ま

で売却済みの土地面積は10万2,380平米となって
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おります。今後売却可能な土地面積が11万8,067

平米となっております。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 その全ての土地が売れたら赤字は解消されるの

でしょうか。また、赤字という繰上充当金です

が、今幾らになるのか伺います。 

○梅津義則港湾課長 現在の売却単価が１平米当

たり１万8,900円となってございます。仮に売却

可能な11万8,067平米全てこの単価で売れた場

合、約22億3,147万円となります。大面積特例の

40％減額した単価で全て売れた場合であっても13

億3,888万円になります。 

 令和２年度の決算の赤字見込額、繰上充用金で

ございますが、10億6,829万円の見込みですの

で、大面積特例の40％減額した単価で全て売れた

としても赤字の解消が見込める状況というふうに

考えてございます。 

○村椿敏章委員 今のところ、差引きすると全部

売れれば黒字があるということですね。 

 それで、先ほど新年度の土地購入については問

合せが若干あるということですから、ぜひ前に進

めていただきたいと思います。 

 この会計ですが、当初から計画そのものが大き

くて、当時は網走市長、安藤市長が100年後のこ

とも考えれば大丈夫なのだというふうに言ってお

りましたけれども、しかしそんな簡単なものでは

なくて、そういう意味で言えば、この状況が続い

ていけば第２の能取漁港になりかねないものであ

ります。今この赤字は増えていかないというのも

今の金利がほとんどないからだと思うのですけれ

ども、今後港湾の土地利用も模索していっていた

だきたいと思うのですけれども。 

 私、以前質問で取り上げさせてもらっていた釣

り愛好者への釣り場の開放というところなのです

が、市内の釣具店に行きますと、なぜ第４埠頭は

開けないのだろうかと、お金を取って愛好者に開

放してほしいという声があると。そして、サケ釣

りのときなどは１か月以上網走にとどまってサケ

を釣る人もいて、その釣り愛好者の人たちが巻き

起こす経済波及効果はかなりあるのではないかと

言っています。いろいろマナーとかの問題もある

と思うのですが、この開放などは検討できないの

でしょうか。 

○梅津義則港湾課長 釣りのお話でございます

が、先ほどもちょっとお伝えしたのですが、石炭

の輸入時期がちょうど秋ぐらい、ビートの精糖工

場が稼働する前で、大体６月以降８月、９月、10

月というのが４埠頭に一番石炭のたまる時期でご

ざいます。 

 以前は釣りの方にもそちらを開放して楽しんで

いただいたといったようなこともあるのですが、

長年やっているうちにいろいろなことが起きまし

て、ごみの問題ですとか、あとちょっとぼやが出

たですとか、いろいろな問題が起きまして、やは

り石炭を扱っている荷役業者さん、そちらのほう

からもちょっと特にそういった秋サケの時期、こ

の時期石炭の多い時期については何とかちょっと

考えてくれないかというようなこともございまし

て、本来であれば昨年、平成29年までは何日か開

放したり、その前はずっと開放していたのですけ

れども、29年については本当にピンポイントで連

休ですとかそういったときだけ開放したといった

ような経過で、それ以降については令和元年、あ

と昨年については、全然開放できていないという

のは工事の関係ですとか、石炭の量がすごく多く

てお客様に入っていただくスペースもないといっ

たようなこともございますので、ちょっと時期も

ありますので、その辺は今後検討はしてまいりた

いと思いますが、現状としては難しいといったよ

うなことで御理解を頂きたいと思います。 

○村椿敏章委員 いろいろな問題があるというこ

ともわかりますし、今回の収入が増えているとい

うところでも石炭の置き場としては大事なところ

なのかなとは思います。 

 もう一つ、第４埠頭ではなくて新港のほうです

ね、こちらのほうに行くと、漁業関係者以外立入

禁止という看板が道路のところに立てられている

のですよね。それを見ると、岸壁のほうには行っ

てはいけないのかなというふうに皆さん思うと思

うのですが、もっと開かれた港湾にしていただけ

たらなと思うのですが、看板を立てているという

のはどういう意味があるのでしょうか。 

○梅津義則港湾課長 新港のほうなのですけれど

も、まず基本的には一般の漁業関係者以外の方の

車両の乗入れ禁止となってございます。それとあ

と消波ブロックのほうにつきましては、もうこれ

は完全な立入禁止ということになってございま

す。これにつきましては、やはり漁業活動のため

にあちらのほうは整備したということもございま

して、漁業活動の支障もあるということで漁業者
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と相談をしてそういった経過になっている部分

と、あとやはり消波ブロックに乗ってサケ釣りを

されるとかそういった方もいらっしゃいますの

で、そこは危険なので立入禁止にさせていただい

ているといったところでございます。 

○村椿敏章委員 理由はそのような理由なのだろ

うなとは思ったのですけれども、もっと開かれた

港湾にしてもらいたいなと思います。ほかの例え

ば紋別とか港湾に行っても、あのような看板はな

かったような気がするのですよね。ですから、こ

の網走港の土地を売っていくというところでいえ

ば、もっと開かれた港湾にしていったほうがいい

と思います。またさらに土地売却、今後しっかり

と取り組んでいただきたいと思います。網走港湾

については以上になります。 

 次に、能取漁港整備特別会計についてでありま

す。 

 令和２年度の土地の売却の実績について伺いま

す。 

○渡部貴聴水産漁港課長 令和２年度の能取漁港

特別会計の土地の売却実績についてでございます

が、令和２年度につきましては民間企業２社への

売却がございまして、売却面積は1,780平米、売

却金額は518万2,100円となってございます。 

○村椿敏章委員 わかりました。２社あったので

すね。 

 それで、令和２年度の一般会計からの繰入額と

これまでの総額について伺いたいと思います。 

○渡部貴聴水産漁港課長 令和２年度、まだあく

までも予定でございますが、見込みについてなの

ですけれども、一般会計からの繰入金につきまし

ては現段階で1,763万円を予定してございます。 

 今までの全ての繰入金の合計につきましては、

26億7,000万円、約でございますが、となってご

ざいます。 

○村椿敏章委員 血税がこれだけ投入されている

と、26億7,000万円入っているということがわか

りました。 

 毎年伺っていますが、現在の未売却用地の面積

と全部売れたとした場合の金額、それから今後の

売却の見通しについても、もしあれば伺います。 

○渡部貴聴水産漁港課長 現在の土地の状況とい

うことなのですけれども、処分可能な土地の総面

積が49万6,000平米となってございまして、現段

階で43万6,000平米、約87％の売却が完了してい

る状況でございます。未売却地につきましては、

約６万平米が売却可能な土地の面積となってござ

います。 

 これらの未売却地が全て売却された場合につい

てなのですけれども、現在の基準価格が3,500円

平米当たりとなってございまして、これに先ほど

６万平米とお答えしましたけれども、正確には現

段階で５万9,883平米ございます。これを掛けま

すと２億959万円となります。 

 一方、累積の赤字としまして、令和３年度の繰

上充用金の見込額につきましては１億8,874万円

となってございまして、この段階では約2,085万

円の黒字となることとなります。しかしながら、

実際には、当団地につきましても大規模の割引等

がございまして、例えばなのですけれども、令和

２年度の売却の平均単価は2,911円となります。

この単価を利用しまして試算いたしますと、１億

7,432万円の収入となりまして、そうなりますと

1,422万円が赤字として残る状況となってござい

ます。 

 今後の土地売却の見込みにつきましては、現在

のところ具体的な話は来てございません。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 いずれにしましても、土地が順調に売れていか

ないとこの会計は駄目だということははっきりし

ております。引き続き努力をしていただきたいと

思います。 

 この能取漁港の会計についてですが、最初の経

過を見ると、昭和44年１月に第４種の能取漁港の

指定を受け、45年８月に起工式、当時は非常に漁

業が盛んでありましたが、昭和52年に領海の12海

里や漁業専管水域200海里が導入されました。北

洋海域からの撤退が余儀なくされ、漁業を取り巻

く状況が一変したわけです。 

 その当時、私たち日本共産党は能取漁港をつ

くっても水産加工業者そのものが移転する資金も

なく、移転できないという加工業者の話も聞い

て、これ以上の推進をしても駄目なのではないか

ということを指摘しながら、開発行為そのものの

中止を求めていました。 

 昭和49年の単年度収支でいえば、1,196万円の

赤字、昭和51年には8,893万円ということから

も、ここで背後地の造成などの開発行為をやめて

いれば全く違う状況があったと思います。しか

し、私たち日本共産党以外の政党や議員は推進を
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主張して開発を続けてきました。その結果、平成

10年度には56億4,967万円まで赤字が増えていっ

たわけです。この赤字を何とかしようという中

で、日本共産党の国会議員団と私たちの議員団で

国会要請行動ということをしまして、そこで農水

省の方と協議が整って、実際その後、土地の利用

制限について何とかならないのかというところ

で、用途の網掛けが解除になりました。そういっ

たところから進んで、市がこの漁港の用地を借り

上げてパークゴルフ場、キャンプ場、レイクサイ

ドパーク・のとろができたわけです。この間、土

地の活用方法についてみんなで知恵を出し合って

協働で進めてきたということだと思います。 

 この能取漁港の特別会計ですが、網走市の負の

遺産ということでこの会計は問題あるとしてきま

したが、毎年1,700万円の繰入れをし、26億7,000

万円ですか、の血税をつぎ込んだ会計でありま

す。ここには市民の皆さんに御理解を示していた

だいて、また理事者それから職員の努力があって

今回繰上充当金という赤字が１億9,000万円まで

縮減されたというわけで、さらなる努力をしてこ

の会計の解消も検討していただけたらと思いま

す。そのことを述べまして、この能取漁港会計に

ついては終わります。 

 次に、水道企業会計についてです。 

 水道事業の収入についてでありますが、昨年も

この予算委員会で確認させてもらったのですが、

新型コロナウイルスの影響についてです。 

 昨年の決算では給水収益が落ちておりました。

さらにこのコロナ感染が続いて影響が続いている

と思いますが、今回決算見込みでどれほど落ちる

予定なのか伺います。 

○野呂俊広営業経営課長 新型コロナウイルス感

染症拡大によります水道料金収入等への影響につ

いてでございますが、国の緊急事態宣言などに

よって観光客の減少、外出、集会等の自粛によっ

て受けた令和２年度１年間の水道料金への影響に

つきましては、ホテルなどの宿泊施設、それから

観光施設などで軒並み使用水量が減少し、これら

を含めた業務用全体で対前年度比約９％の減少

で、金額では約3,000万円減少する見込みとなっ

てございます。 

 一方、御家庭での手洗いやうがいの励行、活動

自粛等による巣籠もり傾向などが要因だと推測し

ておりますが、家事用水量が増加して対前年度比

約４％の増加、金額で約2,000万円の増加となる

見込みでございます。 

 また、工業用では対前年度比約４％の増加、金

額で約400万円の増加となる見込みでございまし

て、総体では対前年度比約0.7％、金額では約600

万円の減少にとどまり、ほぼ令和２年度当初予算

額を確保できるという見込みになっている状況で

ございます。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 そのホテル、宿泊業の部分で落ち込みが大き

かったというところなのですけれども、この支払

いが滞ることとか、料金を待ってくれというよう

な、そういう相談などはあったのでしょうか。 

○野呂俊広営業経営課長 コロナ感染症が拡大し

始めた昨年の４月、５月の段階で厚生労働省、そ

れから総務省より、コロナによって影響を受けた

方々に対する公共料金等への柔軟な措置の実施等

周知ということで通達が発せられたところでござ

います。 

 当市においても水道料金等の納入については、

相談があった場合については、個々の事情に応じ

て柔軟な対応をしていたということで、分納、分

割の納入ですとか、あるいは給水停止の措置の回

避などは行っております。昨年の５月の段階で納

入相談は６件ございまして、現在はそのうち５件

は水道料金は完納しているという状況にございま

す。 

○村椿敏章委員 わかりました。意外と少なく済

んだという印象であります。 

 実際、相談はそのような形でしょうけれども、

大学生の方も結構収入が減って大変だったと思う

のですけれども、例えば若い人たちの滞納が多

かったとか、そういうケースはないですか。大学

生の方々の住んでいるアパートとかで滞納の件数

とかは多くなかったですか。 

○野呂俊広営業経営課長 東京農大の関係で申し

ますと、学生さんは非常に多かったのですけれど

も、ウェブ授業という対応もありまして、一旦実

家に帰省する学生さんが非常に多かったというこ

とで、それで一時期連絡が取れなかった学生さん

何人かおられたのですけれども、使用届、開始届

を頂くときに実家の住所等をお聞きしております

ので、親御さんに電話したりなどしてそういうと

ころは対応していたということで、特に農大生に

滞納が多かったという状況ではございません。 
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○村椿敏章委員 わかりました。 

 引き続き、丁寧な対応をお願いします。 

 次、公営企業の予算書の８ページの資本的収入

及び支出のところですが、補助金が１億1,200万

円、そして出資金が１億1,200万円というふうに

なっていますが、新たに出資金というものがつい

たと思うのですけれども、このことについて説明

をお願いします。 

○野呂俊広営業経営課長 当市におきましては、

平成31年度から補助金の更新事業に対する生活基

盤施設等耐震化等交付金の適用を受けまして、更

新事業を実施しているところでございます。 

 令和２年度に補正予算で説明させていただきま

したけれども、この出資金につきましては水道管

路耐震化事業における地方負担額、事業費で補助

金を受けた後の残りの額ですね、いわゆる補助裏

といいますが、その補助裏の２分の１に対して一

定の要件を満たした場合に、一般会計側が出資債

を借り入れてその同額を水道事業に出資していた

だくというものでございまして、一般会計におい

て出資債の元利償還金の２分の１が普通交付税措

置されるというものでございます。 

○村椿敏章委員 その意図というのですかね、補

助というところで３分の１が手当されたというと

ころなのですけれども、やはり老朽化した管をど

う更新していくかというところだと思うのですけ

れども、それをどんどん進めていこうと、国は。

この事業というのは、この後も網走市の導水管の

工事もまだまだこれから続くと思いますが、この

制度というのは長年この後も続いていくようなも

のなのでしょうか。 

○野呂俊広営業経営課長 水道管路耐震化事業に

対する期間ということでございますが、網走市に

おきましては、令和２年度から令和５年度までの

４年間の活用というふうに見込んでいます。とい

いますのも、対象となる経費が過去に行われた通

常事業費に上積みした分という要件がございます

ので、たまたま22年と25年、たまたまというか、

すみません。22年と25年に断水事故、網走で事故

ありまして、そのときに前倒しして補正を組んで

工事をしたということがあって、その後更新事業

をしていなかったということもありまして、過去

の通常事業費というのがゼロだったものですか

ら、それで平成31年に補助金、先ほど説明した補

助金の決定を受けて、ゼロのところからスタート

するということで、全部が対象事業費となるとい

うことから、それが令和５年度までということ

で、令和６年度以降になりますと、過去令和２年

度から５年度までの間の事業費が今度通常事業費

というふうになりますので、そうなりますと通常

事業費から上積みする分というのはなくなるとい

うふうに考えていますから、この措置は令和５年

度までというふうに考えているところでございま

す。 

○村椿敏章委員 過去の事業費が少なくて、そし

てその後大きな事業をしたと、そういった上積み

分について助成しますよということですね。わか

りました。 

 私はこの事業がずっと続いてくれると明るい兆

しになるかなと思いましたが、でも令和５年度ま

では続くというところで、今後の水道事業の見通

しですね、料金の値上げなども予定されていたと

思いますが、今後の見通しを伺います。 

○野呂俊広営業経営課長 今後の水道事業の経営

の見込みでございますが、今説明させていただき

ました補助金の適用、それから出資債の適用とい

うことで、本来借り入れる予定であった企業債を

その分企業債の発行額が抑制できたというふうに

考えていますから、大変よい影響になったという

ふうに考えているところでございます。 

 料金改定の件につきましては、従前から当面現

状のままというふうに説明させていただいており

ますが、予期せぬ財政出金がない限りは現状にお

いても当面現状のままというという状況でござい

ます。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 この導水管工事の内容についても伺いたいので

すが、来年度の事業の概要、工事時期などについ

て伺います。 

○柏木弦上水道課長 導水管の更新工事の状況な

のですけれども、令和３年度の事業内容につきま

しては、先ほど営業経営課長のほうから申し上げ

ましたとおり、平成31年度より生活基盤施設耐震

化等交付金によって補助を受けて進めておりま

す。 

 令和３年度の事業内容につきましては、令和２

年度に引き続きまして稲富地区、東藻琴の西倉地

区の総延長約4,000メートルの未更新区間のうち

第１、第３水源系の口径500ミリメートル、第２

水源系の口径400ミリメートルの延長それぞれ
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1,200メートルの敷設替工事を予定しておりま

す。 

 また、事業費としましては、工事費２億3,760

万円のほか、令和４年度の工事に使用する水道用

鋼管を調達するための材料費8,030万円及び令和

５年度以降の工事区間の調査設計費1,375万円を

計上しております。 

○村椿敏章委員 昨年も質問で若干聞いたのです

けれども、工事の時期なのですが、それまでは導

水管の管が春に発注してとかそういう形だったと

思うのですけれども、前年度に管を買っていると

いうことになっていますが、工事時期はどの時期

に早まっているのか伺います。 

○柏木弦上水道課長 工事の時期につきまして

は、施工する箇所がほとんど農業地域といいます

か、周りに畑が広がるところの道路の中に埋設し

ていくことになるのですけれども、関係される、

通行される方の多くが農業者ということで、基本

的には農作業に影響のない時期に施工するという

ことで考えております。 

 また、資材の調達の期間といいますか、製作の

期間が数か月かかるものですから、同年で資材を

製作すると同時に工事もやる場合においては、ど

うしても年度の後半に工事が集中してしまうとい

うこともありました。ただ、今翌年分の材料を前

年に調達することにしていますので、地域とのお

話といいますか、調整にもなりますが、少しでも

早い時期に工事ができるようには地域の方々と話

し合いながら今後も進めていきたいなと考えてお

ります。 

○村椿敏章委員 工事の時期も農業者との調整が

大変だと思いますが、理解を得ながらやらないと

できない事業だと思いますので、ぜひしっかりと

協議していただきたいと思います。 

 私からの質問は以上になります。 

○山田庫司郎委員長 ここで、暫時休憩します。 

午前10時56分 休憩 

───────────────────────── 

午前11時06分 再開 

○山田庫司郎委員長 休憩前に引き続き、再開し

ます。 

 質疑を続行します。 

 石垣委員。 

○石垣直樹委員 それでは、令和３年度の特別会

計、下水道の部分をお伺いしていきたいと思いま

す。 

 各施設が老朽化していく中で、それぞれ修繕が

今後かかっていくかと思いますが、令和３年度に

浄化センター管理費の中に修繕費が4,090万円見

込まれておりますが、内容についてお示しくださ

い。 

○中村昭彦下水道課長 すみません、修繕費では

なくて工事費というか整備費でよろしかったで

しょうか。 

○石垣直樹委員 こちらの令和３年度網走市公営

企業会計予算書の74ページでは、修繕費になって

おりますが。 

○山田庫司郎委員長 暫時休憩します。 

午前11時08分 休憩 

───────────────────────── 

午前11時09分 再開 

○山田庫司郎委員長 再開します。 

 石垣委員。 

○石垣直樹委員 すみません、質問を変更させて

いただきます。 

 浄化センター等施設整備の２億1,000万円につ

いて中身をお示しください。 

○中村昭彦下水道課長 浄化センター等の施設整

備の主な内容についてですが、浄化センターの主

ポンプ設備、機械電気設備更新工事と水処理等の

屋根防水の更新工事となっております。 

 主ポンプ設備とは、浄化センターへ流入してき

た汚水を地下１階から地上にある最初に汚水を浄

化する水処理棟へ送るポンプ設備をいいます。 

 主ポンプ設備は、昭和52年７月供用開始より稼

働しておりますが、老朽化が進行しており、オイ

ルの濁り、異音が出ているため更新するものでご

ざいます。 

 また、電気設備については流入してくる汚水の

量によりポンプの吐出量を調整する装置の故障に

よる警報が多くなってきたこと、電源等の入り切

りする接点の劣化が進んでいることから更新を行

うものでございます。事業費については、約１億

6,500万円です。 

 水処理棟の屋根防水の更新工事につきまして

は、平成10年に屋根防水工事を行い22年が経過し

ており、アスファルト樹脂が劣化しており一部雨

漏りが見られるため屋根防水を更新するものでご

ざいます。事業費については2,500万円でござい

ます。 
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○石垣直樹委員 経年劣化による修繕、更新だと

思いますが、今後もこれ以外にもかかっていく部

分があるのでしょうか。 

○中村昭彦下水道課長 今後の計画の内容かと思

いますが、ストックマネジメント計画に沿って年

間４億円程度の施設の更新を考えております。 

○石垣直樹委員 網走市にとって大変重要な施設

ですので、計画的に設備を更新していっていただ

ければと思います。 

 私からの質問は以上でございます。 

○山田庫司郎委員長 次、小田部委員。 

○小田部照委員 私のほうからは、水道施設の整

備事業について順次質問させていただきます。 

 先ほど他の委員からも質問がありましたので一

部割愛させていただきます。 

 まず導水管布設替の事業であります。 

 こちらは稲富地区、東藻琴地区、西地区と３億

3,600万円をかけ1.2キロの事業だという内容は先

ほどもお聞きいたしました。この事業は多額の費

用がかかることでもあり、水道料金にも影響がな

いように計画的に順次進められているものだと認

識しております。 

 この工事の布設替は残りあと何地区あり、どれ

ぐらいの総距離があり、合わせてどのぐらいの予

算がかかり、年数がかかるのか、わかる範囲でお

伺いしたいと思います。 

○柏木弦上水道課長 導水管の今後の計画でござ

いますが、導水管の未更新区間は現在進めており

ます稲富、西倉から網走市内浄水場までの20キロ

ほどと、あと水源地側のほうに一部ございます。

その区間を大きく４つに分けまして、１区間おお

むね４年程度で更新を行う計画です。 

 第１区間として現在進めている稲富、西倉地区

は、平成31年度からの４年間で延長約４キロメー

トル、事業費約11億円を見込んでおります。 

 令和５年度より８年ほどかけ、第２区間の中

園、豊郷地区、第３区間の豊郷、潮見地区の14.5

キロを事業費約38億円で布設替を行い、その後市

街地と水源地側の計3.8キロメートルを４年間か

け、事業費約11億円を見込んでおります。 

 全体計画でいいますと、全区間延長約20キロ

メートル、第１、第３水源系と第２水源系の２系

統の合計管延長としまして41キロメートルほどの

更新を約16年間かけて行いまして、事業費につい

ては労務費や材料費の変動が予想されますのであ

くまでも現時点での概算ですが、約60億円程度を

見込んでおります。 

○小田部照委員 まだまだ長い年月、多額の費用

がかかるということで理解いたしました。 

 次に、配水管の布設事業について伺います。 

 こちらは宅地化した地区に配水管を布設とあり

ますが、これはどの地区になるのか、どれぐらい

の世帯の方の地域なのか伺います。 

○柏木弦上水道課長 配水管の布設についてです

けれども、配水管がまだ現在布設されていない地

区において、開発行為などにより新たに整備され

る宅地等への配水管の布設やバイパス管などの布

設など、水道の計画上必要な箇所への整備を行い

ます。 

 予定箇所につきましては、市道潮見西通線、第

２天都山線、駒場南３丁目２号線及び道道大観山

公園線の４地区において、延長800メートルの整

備を行います。事業費については4,250万円でご

ざいます。 

○小田部照委員 理解いたしました。 

 次に、配水管布設替１億5,510万円とあります

が、それぞれ道路工事、漏水防止策、６地区と５

地区とありますが、それぞれの地区の予算につい

て、内訳について伺います。 

○柏木弦上水道課長 配水管の布設替えについて

でございます。 

 配水管の布設替え、まず道路工事の関連につき

ましては、老朽化した配水管の布設替えを道路改

良と合わせて行うことで舗装復旧費等が軽減でき

ます。そして効率的に更新を行うことができるた

め、可能な限り同時施工を行っているものです。 

 路線につきましては、市道天都山南線、駒場南

１丁目１号線、西２丁目通線、駒場南８丁目２号

線、駒場北２丁目１号線及び道道嘉多山卯原内停

車場線の６地区において、延長755メートルの整

備を行います。 

 事業費については8,305万円です。 

 もう一つ、配水管布設替につきましては漏水防

止対策というものもございます。過去に漏水発生

頻度が高い地区の管路の布設替えを行うものでご

ざいます。 

 ５地区において、延長870メートルの整備を行

います。事業費については5,005万円でございま

す。 

○小田部照委員 内容はわかりました。 
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 故障だとか漏水事故などの発生に対して、早期

発見、早期対応ができるように道路沿いの布設替

えなど、センサーの設置などにより、よりよい環

境の整備が進んでいるものだと思います。 

 それで、こちらの漏水防止対策５地区、次年度

はやるということですが、漏水対策の残りの地

区、想定される地区というのはどういった地区

で、完了まではどの程度を見込んでいるのか、わ

かる範囲で伺いたいと思います。 

○柏木弦上水道課長 漏水の防止対策ということ

で今年度５地区を予定しているのですけれども、

漏水が起きる都度修繕は行っていまして、過去に

漏水が起きて修繕した地区というのは当課のほう

で履歴として残しております。それで非常に漏水

の、周りの土壌ですとかそういった環境によっ

て、あと布設年度が古いものですとか、そういっ

たことによって漏水の多い少ないがあるのですけ

れども、その中で漏水が多い箇所を順次更新して

いっているところでございます。 

 今年度については、市道の潮見３条通線、潮見

７条通線、旭ヶ丘団地２号線、潮見６丁目１号線

と道道中園網走停車場線の５地区を予定しており

ます。 

○小田部照委員 漏水ですのでいろいろな箇所で

発生することであると思います。 

 次年度の予定はわかりましたが、それ以外で早

急に対応しなくてはならない箇所というのは今時

点ではないのでしょうか。 

○柏木弦上水道課長 漏水の防止対策について

は、これまでは路上に水があふれ出して初めて気

づくということが多くて、発見した方から通報を

受けて修繕を行うという流れだったのですけれど

も、今後漏水の調査する専門の業者などに委託し

まして、路上にまだ出てきていない潜在的な漏水

というものがあると想定されます。夜間の皆さん

が使われていない時間帯の使用水量が多いような

エリアについて、今後積極的に漏水の調査を、仕

切弁ごとにそういうセンサーとかをその都度入れ

て調査を行うものなのですけれども、今後そのエ

リアを決めてまだ目に見えていない漏水箇所の把

握をして、箇所の選定をして修繕あと更新につい

て進めていきたいと考えております。 

○小田部照委員 理解いたしました。 

 大きな漏水の事故は数年にわたり、長年にわた

り起きていないのですが、小さな漏水というのは

市内でもすごくたくさんあると思うのですけれど

も、年間、参考までにどれぐらい漏水は発生して

いますか。 

○柏木弦上水道課長 まだ今年度の分はちょっと

まとまっていないのですけれども、平成31年度の

数字としまして、漏水が117件起きています。そ

れでその内訳が、水道部で所管しています導水

管、送水管、配水管の件数としましては、そのう

ちの24件ございます。最近多いのが、配水管から

各家庭に分岐している給水管と呼んでいるのです

けれども、その給水管にまつわる漏水が非常に増

えていまして、配水管については随時更新を行っ

ているのですけれども、給水管というものは住宅

の建て替えとかをしない限りはなかなか更新しな

いものですから、そういった給水管の漏水が近年

増えているというのが特徴でございます。 

○小田部照委員 最近、近年では給水管の漏水が

多発しているということで理解いたしましたが、

平成31年度で117件の漏水があったということで

すが、皆さんの御努力で年々減ってはきていると

いう認識でよろしかったでしょうか。 

○柏木弦上水道課長 そうですね。委員おっしゃ

られるとおり、配水管の漏水というのは近年は

ちょっと、５年ほど前は30数件、40件あったもの

が20数件に落ちているので、若干減ってはいるの

ですけれども、給水管についてはだんだん老朽化

が進行して増えていっているという状況でござい

ます。 

○小田部照委員 また新たな課題もあるのだなと

認識いたします。 

 少しでも安く安全な水道水を安心して供給して

いるということは、地域、網走市民にとって大変

ありがたいことであります。水道料金の改定につ

いては、先ほど答弁あったように現時点では大き

なトラブルがない限り改定の考えはないというこ

とで安心いたしました。 

 水は市民生活に不可欠なものであります。水道

事業全般に対し、私は高く評価しているところで

ありますが、今後とも安心・安全な水道水の提供

に一層の工夫と努力に期待いたしまして、私の質

問を終わります。 

○山田庫司郎委員長 次、川原田委員。 

○川原田英世委員 私のほうからまず市有財産整

備特別会計について伺っていきたいと思います。 

 代表質問の中で、自主財源についてふるさと納



 

- 266 - 

 

税を主に伺ったのですが、その他の自主財源とし

て伺ったところです。私としては、自主財源とし

て、例えば最近話題になっている観光宿泊税だと

か、環境に関する税だとか、先ほど村椿委員の質

問でありましたけれども入漁税みたいな、観光入

漁税みたいなものを使用して、そういった釣り人

の課題と漁業者との間の課題に対応するために

使っていくだとか、そういった自主財源を想定し

て質問したつもりだったのですけれども、そうで

はなく市有財産整備特別のほうで自主財源をある

程度確保しているというような答弁でしたので、

その点もあるのだなと思いながら、そういえばい

ろいろ課題あるなというような思いがしていまし

て、その点で伺っていきたいと思います。 

 自主財源とはいってもあくまでも市の財産を切

り売りしているということになりますので、でき

るだけ効率よく活用できるほうが市としては望ま

しいと思いますし、市民として一企業としてはよ

り効率的にそれを取得したいというふうに思いま

すから、そこの間の調整というのもひとつ課題は

あるのだろうと思いますが、全体的なこれまでこ

の数年の流れとして、この市有財産の市の所有し

ている土地について、土地物件について、引き合

いというのはどの程度の状況になっているのか、

まずここ数年の傾向をお伺いしたいと思います。 

○古田孝仁財政課長 市有財産の土地ですとか、

建物もついている土地もありますが、そちらに対

する購入希望とか貸付希望という状況の問いかと

思いますが、市のほうといたしましては、第４次

網走市行政改革推進計画で多様な歳入の確保とい

う観点から市有財産の貸付け、売却に積極的に取

り組んでいるところでございます。 

 さきの代表質問でもお答えさせていただきまし

たが、過去５年の実績といたしましては、建物つ

きの売却も含めて２億4,000万円程度の売上げが

あったというところでございます。また、財産貸

付けにつきましても、今年度の決算見込みでござ

いますが、おおむね2,000万円程度の収入が見込

まれているというところでございまして、個別的

には今年度の売却といたしましては３件売却があ

りました。そちらにつきましては、個人の事業主

の方、あと個人の方、あとは官公庁になります

が、やはり公売を昨年行ったのですけれども、そ

ういうようなものを見て、そのときは応募しな

かったけれども、その土地についてまだ購入でき

ますかというようなお問合せがあったりだとか、

そういうものはやはりホームページや公売をかけ

ることによって市民の中で検討というのですか

ね、そういうものを一つの物件として候補に上

がって、その公売期間ではなくても後日というの

ですか、問合せが来るようになっていますので、

やはり積極的に公売とか、そういうものに取り組

んでいけばますます活用が図られるのかなと考え

ているところでございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 そこで公売に係る部分で、例えばここ興味ある

よなとかという問合せが来たと、求めているよう

なものと違うとなったときに、公売でかかって見

えている部分と多分見えていない部分の所有して

いる土地があると思うのですけれども、見えてい

るものしかわからないのでいろいろと御提案も頂

きたいと思って多分来ると思うのですけれども、

そういうときにはいろいろなその他見えていない

部分の御紹介とかもできるような体制になってい

るのですか。 

○古田孝仁財政課長 市有財産の売却可能として

いるところは小さな残地も含めまして多数ありま

すので、全てを公表するというのはなかなか難し

い状況ではございますが、一昨年になりますが、

物件数としては13売れたのですけれども、その際

は隣の方が隣は市有地だと知っていまして、購入

できるのかなというような問合せがあったりと

か、そういうような情報の中でうちのほうがそれ

を受けまして売却が可能と判断すれば、その都度

公売をかけていくというようなことでは取り組ん

でおりますので、御相談というのですか、積極的

に全部をお示しすることはできないですけれど

も、ある程度地域の方とか知っている情報の中で

周知ということがわかって、もし御活用したいと

いう希望があればお問合せいただければその都度

売却可能か可能ではないかというのは判断して、

その後は公売という形で対応してまいりたいとい

うスタンスで考えております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 それで、最近よく耳にするのが、僕世代の若い

方ですとかそろそろ一軒家持ちたいよなと思って

も、市内の中心部とか市街地になかなか土地がな

くて、結局はちょっと離れたところに建てるとい

うふうになって、それと最近議論になっている立

地適正化計画だとか、いろいろなほかの計画と合
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わせると市がまちがどんどん拡大していくのはい

いのかなという側面も持ったりとかして、そう思

うと、ほかのそういった市でもそういう場所があ

るのであれば、そういう若い人たちのきちんと結

びつきができればいいのではないかなというふう

に思っています。 

 ただ、普通に僕らなどから考えると市でそうい

う土地が仮にあるのだということすら情報がない

ので、何かできるだけ発信をしていってほしいな

とつくづく思ったりするのですけれども、そう

いった情報の発信について、今の状況からもう少

し一工夫できないかなと思うのですけれども、ど

のような考えか伺います。 

○古田孝仁財政課長 市で持っている土地の件数

としては残地というか少ない面積と不整形な土地

が多いものですから、それを除いてある程度整形

地もしくは住宅用地として活用可能な部分につき

ましては、順次公売のほうにかける形でホーム

ページを通じたりとかして、皆さんにお声がけす

るようには努力してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

 そして、前回公売したときの物件は、おかげさ

まで全て売却ができましたので、次年度以降はま

た新たな物件を出しまして、それは公売等に出し

ていきたいと。 

 また、公売に当たっては土地の評価というので

すかね、それもやっぱり不動産関係ですとか、そ

ういうものを入れながら設定していく観点もござ

いますので、その辺の費用とのバランスを見なが

ら一定数をまとめて出していくというようなこと

で考えているところでございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 今、残地という話もありましたけれども、技術

がいろいろ進んで、本当に小さい土地でも再生可

能エネルギーがつくれるとかそういうのがどんど

ん進んできていて、そういう企業の方がちょっと

注目をしていたりしています。本当に狭いエリア

でも、ぽんと仮置きするみたいな感じでエネル

ギーをつくれるという時代になってきたものです

から、そういうもし引き合いがあれば有効活用を

企業と連携して進めていただきたいと、これは要

望ですので答弁は求めません。 

 それともう一点が、コロナという状況で目先が

見えないということもあって、企業も土地を買う

というよりは借りて、できるだけちょっと状況を

見極めながら使っていきたいというところが結構

出てきていまして、今の建物を合わせた土地も含

めて売却という視野も入れながらも、まずはお試

しも含めてといったら変な話ですけれども、借り

てでも使ってもらうということを、今は積極的に

進める必要があるのではないかなと思うのですけ

れども、そこの考えについて伺います。 

○古田孝仁財政課長 貸し地に関する御質問かと

思いますが、現在のところも法人様を契約者とい

たしまして貸付けのほうはさせていただいている

ところがございます。 

 その多くが駐車場というのですか、上物がない

状態での御利用に対してお貸ししているというよ

うなところでございます。ただ、仮に建物が建っ

たというようなことになると、その後の状況もご

ざいますので、それは個別に判断していくことに

なろうかと思っておりますが、基本的には駐車場

ですとか、そういう簡易的なものとして活用され

る場合は現状におきましても積極的にお貸しして

いる状況でございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 先日の小田部委員の質問にもありましたよう

に、できるだけ建物を売却したいというような答

弁もありましたけれども、そういう中でも相談に

応じていただいて長期的な視野で借入れして、今

は取りあえず借入れで、この後には計画がうまく

いけば買いたいのだというような意向のある企業

であれば、そのほうがいいのかもしれませんし、

そこはよく相談をし合いながら今後のことを考え

ていただきたいなというふうに要望させていただ

きたいと思います。 

 次に移ります。 

 国民健康保険特別会計の項目の中で、163ペー

ジに特定健康診査事業というのがありまして、こ

の中に受診率向上支援等共同事業負担金という項

目があります。令和２年度からの新規事業という

ことで、事業内容としては北海道国保連が事業を

担って、国保連と実施企業が委託をするという形

なのですね。参加を希望する市町村が国保連に負

担金を払ってということで、網走市はこの予算で

いくと493万4,000円を支払う予定であるというこ

とで、特定健診の受診率向上に向けて助言や作業

の提供を受けるという内容になっているというこ

となのですが、去年実施して今年も予算に載って

いるということは、それなりの成果があったのだ
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ろうなというふうに想定しているのですけれど

も、そこをどのように受けているのか、まず伺い

たいと思います。 

○清杉利明戸籍保険課長 令和２年度の受診率向

上支援等共同事業負担金におけます事業内容でご

ざいますが、この事業につきましては国保連合会

から委託された民間業者から助言や作業の提供を

受けるものでございますが、具体的には業者がＡ

Ｉを活用して作成したグループごとに適した内容

の勧奨はがきを年２回送付する作業の提供と、匿

名化した過去３年分の特定健診結果とレセプト情

報を基に年代別の受診率や特定健診のリピート率

などの分析をしていただき、受診率向上に向けて

の助言を受けるという内容でございます。 

 それに当たっての成果につきましては、今年度

につきましては新型コロナの影響もあり受診率の

向上には至っていないところですが、その検証は

難しい状況にあることから令和３年度につきまし

ても引き続き共同事業を利用することとしてお

り、今までの分析結果から勧奨ターゲットとして

効果が高いのは、通院中の特定健診が未受診であ

る方へ勧奨はがきを送付すると効果が高いという

分析結果があるとの助言を頂いておりますので、

今後の取組に生かしてまいりたいというふうに考

えております。 

○川原田英世委員 わかりましたけれども、国保

連が事業を担って参画していて、ただ参画してい

る市町村への何かちょっと成果というか、そう

いったところが見えないようでは困りますよね。

参加して一緒に取り組んでいるのであれば、網走

市にもこういったこの事業では成果がありました

よというのがきちんと伝わってきて、そして今後

もやるかやらないかという判断をするというふう

に、これは決算でも出てくるのだと思うのですけ

れども、というふうにならないといけないとは思

うのですが、道国保連かそういった、コロナでな

かなかというのもありますが、ある程度の状況と

いうのは、成果というのは報告はこの後にされる

ということで理解していいのでしょうか。 

○清杉利明戸籍保険課長 その業者から２年度の

結果としましてどういう状況だったのかというの

は、分析をしていただいて報告が来るというふう

に考えております。 

○川原田英世委員 わかりました。２年度でまと

めて来るということなのですね。では２年度の事

業で２年度目に入るということで理解していいの

でしょうか。 

○清杉利明戸籍保険課長 まだ２年度から実施し

ている事業でございますので、現段階ではその成

果というのがコロナの影響もあり、受診率の向上

にはなかなかつながっていない状況もあることか

ら、また来年度についても引き続きこの事業を継

続していき、また助言を頂いた部分については今

後の取組で追加しながら継続してまいりたいとい

うふうに考えております。 

○川原田英世委員 わかりました。令和２年度か

らの実証ということで２年間の事業というわけで

はないということですね。まだ結果は出ていない

からこれからなのだけれども、取りあえず来年も

やっていこうということで理解しました。 

 それで、その事業に伴ってということなのか、

特定健診の実施事業である特定健康診査等事業の

予算も若干増額しています。受診率が増加すると

いう想定でおられるのか確認をしたいと思いま

す。 

○清杉利明戸籍保険課長 この受診率向上事業で

予算が55万円ほど増加しているのですが、先ほど

もお話ししましたとおり、助言を受けまして効果

が高い、通院していますが特定健診が未受診の方

を抽出しまして、その方への勧奨通知を送付する

事業を追加することで55万円ほど予算が増加して

いる状況でございます。 

 すみません。特定健診等の保健事業でございま

すが、総体としては26万円ほど、全体としてです

ね、特定健診等の保健事業全体としては26万円ほ

ど増えておりますが、そちらについてはいろいろ

要因はあるのですが、まず一つはいろいろな健康

づくりに、一般会計で実施しています健康づくり

にも負担金を支出しているのですが、３年度から

はあばしり健康マイレージ事業に対しましても22

万円ほど負担しますし、そのほかそれぞれ健診を

増やしたいということもありますので、健診への

助成費を若干ではございますが増やしているよう

な状況でございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 コロナで今年度の受診というのはなかなか少な

かったということですけれども、当然、だから目

標と比べたら相当低かったのではないのかなと受

け止めているのですが、まだ今年度終わっていま

せんので最終的な結果はこれからだということだ
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とは思うのですけれども、当初の目的と比べると

どのくらい、コロナの影響かどうかというのはま

た難しいのですが、どのくらい低かったのかとい

うことと、来年度の予算の設定の段階でこの目標

はどうなのでしょう、達成できるというふうに見

込んでいるのか。見込んでいるから目標を立てて

いるのだと思うのですけれども、そこの点につい

て伺いたいと思います。 

○清杉利明戸籍保険課長 令和３年度の受診率の

目標でございますが、35％と設定をしておりま

す。ただし、その目標の達成につきましては、ま

だ新型コロナの影響も続いているような状況もご

ざいますので、大変厳しいものというふうには認

識をしております。 

 しかしながら、少しでも目標に近づくよう、令

和２年度から実施しております先ほどの共同事業

ですとか、また追加する勧奨通知などを活用しな

がら、また医療機関にも情報提供をし、医師から

も受診勧奨を頂くなど受診率の向上にはつなげて

いきたいというふうに思っております。 

○川原田英世委員 なかなか厳しい状況にあるの

だなということで、となると、医療機関もかなり

財政的にも経済的にも厳しいのかなというのが、

ここからもちょっとうかがえるなというところで

す。 

 それで、先ほど同事業の内容等は伺ってきまし

たけれども、この事業は今年度からの事業という

ことで、昨年予算がついてという、２回目になる

のですけれども、去年の３月出た市政執行方針に

はこの記載はなかったのですね。「ＡＩを活用し

た効果的な受診を行うことにより、特定健診の受

診率の向上を図る」という文章は去年はなかった

のですけれども、今年２回目になるのだけれど

も、今年のには市政執行方針に書いていまして、

ここに去年からの新規事業なのに去年はなくて、

今年のここで出てくるというのは何か意図をする

部分があるのだろうなと思うのですけれども、そ

この点も含めて来年度の抱負をお伺いしたいと思

います。 

○清杉利明戸籍保険課長 市政執行方針のほうに

この事業を掲載した意図や抱負についてでござい

ますが、国保事業におきまして、特定健診の受診

率向上につきましては、今後の保険料負担の低減

を図る上で大きな課題であるというふうに考えて

おりますことから、市政執行方針にも掲載したと

ころであり、勧奨効果が高いとされている方への

通知や医療機関との連携等により、受診率向上に

意欲を持って取り組むということにしておりま

す。 

○川原田英世委員 課題認識は大変共有するとこ

ろですので、しっかりと取組をお願いをいたした

いと思います。 

 次に、水道事業会計について何点か伺いたいと

思います。 

 先ほどの委員からの質問で状況、今後どのよう

に進めていくのかというところでは理解をしまし

た。 

 それで、僕のほうからお伺いしたいのは、まず

８ページ、９ページに資本的収入及び支出という

のがあります。収入に対しまして支出のほうが大

幅に超過しているということで、このページでい

うと、３ページの下段のほうに、不足金額４億

3,637万円、これを様々な調整額等から補塡する

というふうに記載があるということで、補塡がさ

れるということでこの予算が成り立っているとい

うふうに理解をするところです。 

 今年度はそのように進んでいくということで理

解をするところなのですが、こういったふうに補

塡をしながらずっとやっていけるものなのでしょ

うか。ちょっと僕は理解、あまりわからないの

で、ちょっとそこの認識をお伺いしたいのです

が。 

○野呂俊広営業経営課長 水道事業は地方公営事

業の適用を受けて進めているのですけれども、複

式簿記で経理していくということなのですけれど

も、一般の企業の複式簿記とはまたちょっと異

なっていまして、例えば一般会計ですと官庁方式

と呼ぶのですけれども、例えば建物を建てて、建

物を建てた後の収入があったとして、建物を建て

た支出の経費とその後の収入というのは一つに

なっているのですけれども、地方公営企業法の摘

要を受けた水道事業の場合の複式簿記において

は、インフラにかけた、資本にかけた収支と営業

活動にかけた収支というのを別々にしているので

すよね。当然、資本的収支ということであれば、

導水管を整備してその財源といえば企業債だった

り、先ほどの出資金だったり、補助金だったりす

るのですけれども、事業費に比べて大抵の事業者

は少ない状況になるのでどうしてもマイナス、イ

ンフラ整備に関しては収支のバランスは支出のほ
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うが多いということになるのですね。一方、それ

に元金償還も加わります。 

 営業活動の収支というのは、まさに料金収入の

収支とあと事務費ということになるのですけれど

も、その事務費のプラス分をもって、その資本費

を埋めるという意味の補塡ということなのです

ね。ですから、営業利益を例えば企業活動でいえ

ば、営業活動で得た利益を株主に配当したり、そ

ういうことになろうかと思いますが、あくまでも

地方公営企業の事業の利益分はそういった資本費

に充てて補塡していくという状況で、必ず大抵の

事業体は資本的支出のほうが多いということで赤

字に見えてしまうということなのですね。そうい

う補塡方法をしながら、踏まえて、先ほど答弁し

たように、今後大きな財政出金がない限りにおい

ては、料金改定は当面現状のままというふうに回

答したところでございます。 

○川原田英世委員 よくわかりました。なので、

見ると、見やすくなったようで一部ちょっと見づ

らくなってくる部分もあってというような状況か

なと思っています。 

 もう１点伺いたいのですが、支出金、支出債と

いってどちらの言い方もあるのだと思いますが、

それと補助金の関係はわかりました。 

 それと、企業債発行していくということです

が、この４ページの企業債という第５条を見る

と、当然こんなことはないのでしょうけれども、

年利10％以内という記載になっています。実質的

にはどの程度の見込みでいるのかお伺いします。 

○野呂俊広営業経営課長 近年の借入利率なので

すけれども、平成25年当時で1.7とか、平成26年

度は1.2、平成27年度は0.5ということで、その後

低金利の状況は変わらないので、低い状態で借入

れが続いているという状況でございます。 

○川原田英世委員 当然その程度だと思ったので

すが、これを見ると何かちょっとどきっとしたの

ですね。まさかこんなことはないよなと思いなが

ら、一応そういうルールで記載があるのだと思い

ますが、実質の部分はよくわかりました。 

 それともう１個ちょっと気になってしまうの

が、８ページと９ページの資本的収入、収支で、

企業債としての発行が２億9,300万円なのに対し

て支出の部では企業債のこの償還金が３億8,594

万円と大きく上回っているという部分で、ちょっ

とやっぱりこの数字だけ見るとすごく不安を感じ

てしまうのですよね、将来に。そこの部分、

ちょっとどういったふうに認識しているのか御説

明いただきたいのですが。 

○野呂俊広営業経営課長 起債残高の関係でいい

ますと、網走市は第６次にわたる拡張工事を終え

て、それで起債残高の最大のピークが約80億円

あった時代があるのですね。それで、年々減って

きまして、令和２年上期ではもう50億円を切るよ

うな状況になっています。 

 それで、去年導水管の工事を再開するときに低

くなったところを見通してまた再開しようという

ことで計画を進めていて、また上がっていくよう

なイメージだったのですけれども、先ほど説明さ

せていただいた出資債、出資金の関係、それから

念願かなっての導水管の補助金が当たるというこ

とで、カーブの上昇が緩和できるというふうに考

えていまして、現在のところ、先ほど何回も繰り

返しになりますが、当面営業活動は安定している

というか、健全な経営ができるのではないかとい

うふうに感じているところでございます。 

○川原田英世委員 現在のところの見通しをお伺

いして理解をしました。 

 でも、これ数字だけ見ると、借入れする金額よ

りも借金返す金額のほうが大きいと一般的には

思ってしまうので、大丈夫なのかなと普通は思っ

てしまうところですので、ここは注視して今後も

進めていただきたいなというふうに思います。 

 それと最後にもう１点だけ、ちょっとこれもわ

からなかったのでお伺いしたいのですが、７ペー

ジのほうはこれは収益的ということで実際に事業

を運営する側の部分だと思うのですけれども、こ

こにも７ページのほうの支出のほうの２項の１に

支払利息及び企業債取扱諸費というのがあって、

企業債及び一時借入金の利息ということで8,000

万円ほど計上されているのですが、これはどう

いったものになるのでしょうか。 

○野呂俊広営業経営課長 先ほど説明した地方公

営企業の資本的収入支出と収益的収入支出の関係

で、企業債の元利償還金についてはインフラ整備

のほうの経費として資本的支出のほうに回ると、

それの利息のほうは営業活動というふうなことで

収益的収入及び支出のほうに計上されているとい

うことでございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 分けてあるとなかなかまたわかりやすくなった
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ようでわかりづらいという、僕の意見ですけれど

も、いずれにしても状況はよくわかりました。 

 厳しい状況の中でも水道料金は上げないといっ

た答弁も頂いたところですので、今後も努力をし

ていただいて安心・安全な水、これは人間の基本

ですので、ぜひお願いをしたいというふうに思い

ます。 

 私の質問は以上です。 

○山田庫司郎委員長 ここで、昼食のため休憩し

ます。再開は、午後１時とします。 

午前11時58分 休憩 

───────────────────────── 

午後１時00分 再開 

○山田庫司郎委員長 休憩前に引き続き、再開し

ます。 

 質疑を続行します。 

 永本委員。 

○永本浩子委員 それでは質問させていただきま

す。 

 予算説明書の163ページ、特定健診受診率向上

支援等共同事業負担金についてお伺いいたしま

す。 

 先ほど川原田委員のほうからほぼほぼ聞いてい

ただけたので、あと教えていただきたい点は特定

健診の受診率の推移と全道、全国との比較という

ことで、令和２年度もまだ最終的な数は出ていな

いと思いますが、わかる範囲で令和２年度の分ま

でも教えていただければありがたいと思います。 

○清杉利明戸籍保険課長 国保の特定健診の受診

率の推移についてでございますが、平成29年度は

23.4％、30年度は25.1％、31年度は24.0％となっ

ております。また、令和２年度につきましても、

新型コロナの影響もございまして、伸び悩んでい

る状況でございますが、２月１日現在の速報概数

値ではございますが、22.6％となっている状況で

ございます。 

 また、全道平均につきましては、 29年度は

28.1％、30年度は29.5％、31年度は28.9％となっ

ており、こちらも31年度については新型コロナの

影響もあり下がっているというふうに聞いており

ます。 

 また、全国平均につきましては、 29年度は

37.2％、30年度は37.9％、31年度は38.0％となっ

ております。 

○永本浩子委員 こういうふうに数を比べてみる

と、全道的にも網走市はかなりちょっと低いとい

うか、全国と比べるとかなり差がついているわけ

なのですけれども、その辺の要因はどういったと

ころにあるとお考えでしょうか。 

○清杉利明戸籍保険課長 この受診率が全道平

均、全国平均と比べて当市の率が低い状況でござ

いますが、全道平均、全国平均が高いというの

は、まず一つは町村における受診率が高いという

ことと、市町村立の直診病院等がある市町村の受

診率が高くなっている状況で、比較しますと当市

においては低い状況にあるという状況でございま

す。 

○永本浩子委員 低い要因を埋めるというのはな

かなか、その辺に要因があるとすると難しい課題

にはなるかと思いますが、周知の仕方というとこ

ろで多分令和２年度から受診向上支援等の共同事

業に参画をして、約500万円を払って今回やって

みたということで、本当にコロナと重なってし

まったのでなかなかその効果の程を見るのは難し

いとは思いますが、ある一定期間でこれを続けて

いったほうが効果が出るか出ないかというところ

はきちんと検証していく必要はあるかと思います

が、その辺のところはどのようにお考えでしょう

か。 

○清杉利明戸籍保険課長 まずこの共同事業につ

きましては、令和２年度より実施をしているとこ

ろでございますが、２年度の状況の成果の検証と

いうのは、先ほども御答弁させていただきました

が、コロナの影響もあり受診率も下がっているよ

うな状況でございまして、なかなか成果を検証す

るというのは難しい状況もあることから、令和３

年度につきましても効果が高い、分析の上そこに

ターゲットを絞った中での受診勧奨も追加すると

いうことで、その成果が現れる状況まで複数年は

実施したいというふうに考えております。 

 また、この事業につきましては、補助率が10分

の10の事業でもございますので、市の負担はない

というような事業でもございますので、複数年は

継続していきたいなというふうに考えておりま

す。 

○永本浩子委員 10分10ということで、予算計上

されているけれども、市からの手出しはないとい

うことなので大変うれしく思います。そういった

ことでしたら、ぜひぜひ活用していただいて、本

当に受診率を少しでもアップできるようにまた取
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り組んでいただければと思います。 

 それでは、次に215ページの介護支援ボラン

ティアポイント事業についてお伺いいたします。 

 令和２年から比べると若干増額になりましたけ

れども、まずその理由をお聞かせください。 

○高橋善彦介護福祉課長 令和３年度予算額につ

きましては281万3,000円と、令和２年度より39万

6,000円増額したところでございますが、これは

ボランティア活動実績に応じましたポイントが累

計300ポイントとなった際に記念品を贈呈するこ

ととなっておりまして、制度開始から３年目を迎

え達成される方が高齢者ふれあいの家のボラン

ティアさんを中心に多数出られることが想定され

るため増額したものでございます。 

○永本浩子委員 非常にうれしい流れかと思いま

す。 

 ちなみに、その記念品というのはどういったも

のを考えていらっしゃるのでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 記念品につきまして

は、網走市地元特産品の詰め合わせということで

3,000円相当を予定しております。 

○永本浩子委員 それは大変楽しみになるかと思

います。 

 また、年代別のボランティアさんの構成人数と

その人数の推移というのはわかりますでしょう

か。 

○高橋善彦介護福祉課長 ボランティアの年代別

構成につきましては、令和３年３月現在469名の

方に登録いただいており、年代別では40代が12

名、50代が17名、60代が112名、70代が223名、80

代が102名、90代が３名となってございます。 

 また、昨年度からは59名増加しておりまして、

年代別では40代が５名、50代が５名、60代が18

名、70代が25名、80代が６名の増加となっており

ます。 

○永本浩子委員 90代でもやってくださっている

方がいるということ、登録なので実働があるかは

また別かもしれませんが、70代がやはり多いのだ

なということで、この70代の方たちは多分前から

ずっと関わっていてくださる方と、一番増えた人

数も25名ということで、今の70代の方、本当にま

だまだお若くこういったところでも活躍していた

だけるということがよくわかりました。また、40

代、50代でも少しずつ増えているということでう

れしく思います。 

 このメンバーでやっていただいているこのボラ

ンティアなのですけれども、活動の中身というの

はどんな具合になっているのでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 この介護支援ボラン

ティアポイント事業の活動の中身でございます

が、こちら介護施設や障がい施設におけるボラン

ティアというものと、網走市の介護予防事業に携

わるボランティアの大きく分けてこの２つとなっ

てございます。 

○永本浩子委員 わかりました。 

 介護施設とか障がい者施設等でのボランティア

は、どれぐらいの方が携わっていただいているの

でしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 ボランティアの活動実

績でございますが、介護施設や障がい者施設にお

ける話し相手やレクリエーション補助などが６施

設、団体で累計活動日数が299日、累計活動人数

は490人となっております。 

 また、市の介護予防事業につきましては、高齢

者ふれあいの家、らくらく健康トレーニング、ふ

まねっとなど、８事業で累計活動日数878日、累

計活動人数が6,751人となっております。 

○永本浩子委員 圧倒的に介護予防のほうに携

わっていただいている方が多いのだと思います。 

 また、ボランティアポイントということで応援

券が出されておりますが、その使い道は去年伺い

ましたけれども、使っていただいている順位とい

うのはどういうふうになっているのでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 ボランティア応援券の

利用状況でございますが、割合でバス、タクシー

乗車料が69.3％、コミュニティーセンターや総合

体育館などの施設利用料が24.4％、日帰り入浴料

が4.9％、また網走監獄や美術館などの入館料が

1.4％という状況となっております。 

○永本浩子委員 やはりバス、タクシー、交通費

関係が一番使いやすいということだと思います

ね。ありがとうございます。 

 それで、介護支援ボランティアなのですけれど

も、私も一般質問で質問させていただいたとき

に、他の自治体はほぼほぼ60歳以上という高齢者

の方の対象のところが多い中で、当市といたしま

しては本当にすばらしいふれあいの家という、ほ

かの自治体からは多分うらやましがられているよ

うなボランティア制度が長年かけて築かれてい

て、今後継者にどう引き継いでいくかというのが
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一つの当市の大きな課題ということで、その後継

者づくりにもつながるような形でとお願いをし

て、多分この40歳からということにしていただい

たと思っております。 

 このふれあいの家の後継者づくりにつながるよ

うな、そういう動きというかは現在のところ見え

ているのでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 当該事業はボランティ

ア活動を通じた社会参加、地域貢献、健康増進を

推進するとともに、ボランティアの継続と後継者

の育成を支援するという目的で、先ほど委員おっ

しゃったとおり、対象者につきましては40歳以上

としたところでございます。 

 高齢者ふれあいの家につきましては、御指摘の

とおりボランティアの高齢化や後継者の育成が課

題となっているところでございます。今年度新規

でボランティア登録いただいた方が59名のうち、

高齢化ふれあいの家で活動されている方は35名と

なっております。 

 今後とも当該事業がボランティアを始めるきっ

かけとなることを期待しているところでございま

すので、今後も周知ですとか、そういったところ

に力を入れていきたいというふうに考えておりま

す。 

○永本浩子委員 59名中35名ということで、何か

希望が見えてきたかなと思っております。 

 また、介護施設とか障がい者施設でのボラン

ティアということが６施設ということで、先ほど

お話があったのですけれども、介護現場での人手

不足を解消して専門職の負担を軽減することで介

護の質が上がることも目的の一つだったと思いま

すが、実際の介護現場では無資格のボランティア

ができる仕事がほとんどないという声もお聞きは

しているのですけれども、施設によっても違うか

と思いますが、実情はどのようになっているので

しょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 介護現場におけますボ

ランティア活動でございますが、デイサービスセ

ンターや介護老人保健施設、グループホームなど

がボランティア活動の現在受入機関となっており

ます。レクリエーション補助や利用者の話し相手

となっていただくことで現場の介護職員が実際の

本来業務といいますか、現場業務が忙しい中でな

かなか時間を取れない、話し相手や話を聞くこと

ができないといったところのサポートや見守りの

目になっていただくことが期待されるところでご

ざいます。 

 しかしながら、現在新型コロナウイルス感染症

防止対策の観点から受入れが難しくなっている施

設もございます。介護現場におけるボランティア

活動が今現在は制限されている状況でございま

す。 

○永本浩子委員 そうですね。本当令和２年度は

コロナがあったので、御家族もなかなか面会でき

ないという状況でしたので、施設としての受入れ

もなかなか難しい部分があったかと思います。そ

れでも299日、累計で490人の方が介護施設また障

がい者施設でボランティア活動していただいたと

いうことで、そういった中で先ほどのような声と

いうのは今のところは聞いていないということで

よろしかったでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 現在のところ、介護職

員とのすみ分けですとか、そういったようなこと

はこちらのほうには耳に入っておりません。 

○永本浩子委員 これから続いていく事業ですの

で、コロナが収束をしてこういった活動もフルに

できるようになった段階がこれから来るかと思い

ますが、こういったところの声もあるということ

も留意していただきまして、せっかくのこの介護

支援ボランティア制度ですので、有資格者の介護

職員も助かり、そして無資格のボランティアもや

りがいを持てるように役割分担を明確化すること

が必要なのではないかということを感じていると

ころです。そういった声があるようでしたら、ぜ

ひそういったところも対応していただければと

思っております。 

 現在、スタートして２年ですけれども、この２

年の中で見えてきた課題と今後の展望についてお

伺いいたします。 

○高橋善彦介護福祉課長 現在、ボランティア登

録者及びボランティア受入機関へのアンケート調

査を準備しております。現在の情勢下における

ニーズを把握し、課題となっているボランティア

活動へのマッチングや新たなボランティア登録者

の獲得につなげられるよう事業活性化へ取組を進

めてまいります。 

○永本浩子委員 見えてきた課題等はまだどうな

のでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 課題に関しましては、

マッチングといいますか、受入機関と実際ボラン
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ティアしたいという方のマッチングがなかなか

ちょっとうまくいっていないかなというところの

課題が一つございます。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 アンケート等を通じて、この辺がスムーズに進

んでいくようにまた取り組んでいただきたいと思

います。 

 私からの質問は以上で終わらせていただきま

す。 

○山田庫司郎委員長 次、松浦委員。 

○松浦敏司委員 ４つの特別会計に質問させてい

ただきます。 

 初めに、市有財産整備特別会計についてであり

ます。 

 先ほど川原田委員が質問して自主財源という話

で、まさしく本来この市有財産特別会計というの

は自主財源を確保する上で重要な役割を果たすと

いうふうに思っているのですが、私も議員になっ

て24年になるのですが、なかなかそういう議論が

できなかったことを非常に残念に思うのですが、

本来的にはそういう希望の持てる特別会計だとい

うふうに思っています。 

 そこで伺っていきますが、歳入を見てみます

と、空き家対策総合支援事業交付金ということで

253万6,000円、土地建物売払収入として2,278万

5,000円、貸地料として978万8,000円、それから

土地建物貸付料として238万2,000円と、ここには

滞納繰越分３万円とあるのですが。そして潮見住

宅団地貸付料として830万4,000円というふうに出

ておりますが、それぞれ収入の内容について概略

でいいのですがお答えください。 

○古田孝仁財政課長 市有財産特別会計の歳入に

関する御質問かと思います。 

 まず最初に国庫補助金でございますが、こちら

は潮見住宅団地の個人から買い受け、その後市の

職員に貸付けをしている住宅がございまして、そ

ちらが老朽化したことから解体することといたし

まして、その解体に対しまして国庫補助金が当た

るということでございますので、今回活用させて

いただくものでございます。件数としては２戸分

でございます。国庫補助の算定に当たりまして

は、国庫補助金の基準額の半分、50％ということ

でなっております。 

 次に土地建物売払収入でございますが、こちら

につきましては現在ホームページでも公開してお

ります向陽ヶ丘７丁目の土地、あと桂町の土地の

ほか、昨日御質問もございましたたんぽぽ保育園

ですとか、そういうものも売却を見込んでいるも

のでございます。 

 続きまして、財産貸付収入のうちの貸地料でご

ざいますが、こちらにつきましては民間貸付け、

民間の企業さんに貸し付けるものが702万5,000

円、あと官公庁相手に貸しているものが218万

6,000円、あと電柱ですとかそういうものが22万

7,000円、あと一時的に貸し付けるものとして35

万円を見込んでいるところでございます。 

 あと土地建物の貸付料でございますが、こちら

は郊外地区にあります旧職員住宅等を地域のお住

まいの方に貸しているものなどでございます。 

 続きまして、潮見住宅団地の貸付料でございま

すが、こちらは潮見住宅団地の個人から買い受

け、その後市の職員に貸しているものでございま

す。それの貸付料でございます。 

 内容はそのようなこととなっております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 それで、貸地料の中で官公庁に土地を貸してい

るというようなことなのですけれども、具体的に

はどこなのでしょうか。 

○古田孝仁財政課長 官公庁に貸し付けている土

地でございますが、大きいものが駒場公園の上に

あります東部耕地出張所の土地でございます。あ

ともう１件ありますが、交番用地といたしまし

て、こちら西小学校のそばということでございま

す。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 次に伺います。 

 令和２年度の潮見住宅団地の調査の件数と結果

について伺います。 

○古田孝仁財政課長 潮見住宅団地の傾きの家屋

の調査でございますが、今年度につきましては昨

年より１件減りまして２件の家屋調査を行ってお

ります。こちらの２件ともＡランクということで

変わりはございません。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 それから、解体作業を潮見の７丁目でやってい

るのを今月見たのですけれども、解体作業という

のは令和２年度は何件あったのでしょうか。 

○古田孝仁財政課長 潮見住宅団地の解体でござ

いますが、個人住宅２戸を行っております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 
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 それから、いつも聞いているのですけれども、

要観測地、それから隣接地域、今後も一定の期間

は監視する必要があると思うのですが、その辺で

のお考えを伺います。 

○古田孝仁財政課長 団地全体のエリアのことか

と思いますが、傾き調査につきましては築後30年

をめどということで調査を行っておりますので、

30年以降経過したものについては調査のほうは

行っておりませんが、対象地域で条件に合った物

件につきましては市のほうで買取りをさせていた

だく流れになっておりますので、そちらにつきま

してはお住まいの方と適時コミュニケーションを

取りながら対応してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

○松浦敏司委員 非常に大事なことだというふう

に思います。 

 それで、これも毎年聞いているのですけれど

も、この潮見住宅団地の軟弱地盤対策に使われて

きた総額というのはどのぐらいになりますか。 

○古田孝仁財政課長 これまでの潮見住宅団地の

対策にかかった総事業費でございますが、令和２

年度、今年度決算見込みを含めまして37年間で24

億7,498万円になると見込んでいるところでござ

います。 

○松浦敏司委員 大変な金額がここに使われたと

いうことで、これはこれとしてどうしても必要な

ことであったわけですから、やむを得ないことで

はあるというふうには思います。 

 この間、地盤沈下でせっかく建てた家に住むこ

とができないという市民の皆様には大変迷惑をか

けたのだろうなというふうに思いますし、そう

いった人たちも含めて多くの市民の理解があっ

て、こういった対応をできたのだというふうに思

います。 

 私も議員になって24年になるのですが、26年前

当選したときに最初に、翌年だったと思います

が、地域を訪問している中でお茶の間懇談会をや

る中で潮見４丁目の市営住宅が傾いているという

話を聞いて、そこから私が関わることになっても

う既に26年になるのですが、その以前は潮見の９

丁目、10丁目で最初に昭和52年前後だったと思い

ます。51年かな、頃にもともとの最初はそこだっ

たというふうに思います。 

 いずれにしてもそういう中で、大変な住宅が傾

くというようなことで住めなくなったということ

で、結果としてそこに丁寧な対応をしてきたとい

うのは私も承知しております。昨年まではこれに

ついては反対をしてきましたけれども、今年は反

対はしないつもりですが、いずれにしても大事な

仕事でこれからも丁寧に対応していってほしいと

いうことを要望したいというふうに思います。 

 次に移ります。 

 国民健康保険特別会計についてです。 

 2018年に都道府県化がスタートして３年がたち

ます。国はこれに基づいて毎年3,400億円の公費

を投入してきております。都道府県や市町村が災

害、景気変動により国保財政が、財源が不足に

なったときに貸付交付を行う財政安定基金は2018

年度から積立て、総額がおよそ2,000億円にな

り、2021年度も維持されることとなったと聞いて

います。 

 そこで、歳入で保険料が前年より5,000万円ほ

ど減少しておりますが、これはコロナによる影響

なのかなというふうに思うのですが、この減少を

見込んだ内容について伺います。 

○清杉利明戸籍保険課長 保険料の予算が減額し

ている理由でございますが、保険料総体としては

約5,000万円の減額のうち一般被保険者の現年分

の保険料で約4,900万円減額しておりますが、そ

の理由としましては、北海道におけます納付金総

額につきましては被保険者数の減少に伴い約18億

円減額すると見込んでおりまして、当市の被保険

者数も令和２年度当初から約300人減少すると見

込んでおります。それに伴いまして、網走市分の

納付金につきましても減額することから、現年分

の保険料も約4,900万円減額することとなってお

ります。 

○松浦敏司委員 そうすると、これはコロナの影

響によるものではなくて、被保険者が減少する見

込みだということですが、網走市でそれほど300

人も減少する見込みというのはどういった関係の

人たちが減るのか、その辺はわかりますか。 

○清杉利明戸籍保険課長 その内訳までは把握し

てはおりませんが、大きくは75歳になりますと後

期高齢者の医療制度のほうに移行しますので、そ

の分で減少するのが大きな原因となっておりま

す。 

○松浦敏司委員 理解しました。 

 急速に高齢化が進んでいて、後期高齢者医療に

移行するということで理解しました。 
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 次に、コロナによって一定程度収入が下がった

被保険者に対し国保料等の減免を行った自治体に

財政支援することができるというふうになってい

ますが、網走市としてはその辺どのようになって

いるか伺います。 

○清杉利明戸籍保険課長 国民健康保険におけま

す新型コロナ感染症の影響によります保険料の減

免制度についてでございますが、本年２月１日現

在の状況でございますが、現年分におきましては

34件、金額で約540万円、過年度分で29件、金額

で約68万円、保険料の減免を行っている状況でご

ざいます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 次に、新年度から資産割がなくなるということ

で、結果として所得割というのにその分は行くの

だろうというふうに思いますし、あと均等割と平

等割で計算させることになりますが、具体的な提

案というのは６月議会になるのだというふうに思

いますが、賦課限度額や中間所得層への影響など

当然出てくると思うのですが、賦課限度額につい

てはどうなるのか、そういったことを含めて見通

しについて伺います。 

○清杉利明戸籍保険課長 令和３年度より賦課方

式の一つとしまして資産割を廃止いたしますが、

実際の保険料率につきましては令和２年中の所得

の確定後、被保険者数、世帯数等を勘案しまし

て、国保の運営に関する協議会において審議さ

れ、答申を受けた後決定されるものでございます

が、予算におきましては令和２年の資産割を廃止

した後の料率を基に試算をしており、資産割の廃

止に伴う保険料の影響額につきましては約1,700

万円と見込んでおりまして、その分につきまして

は予算上におきましては基金繰入金を計上してい

る状況にございます。 

 それから、令和３年度におきます賦課限度額に

つきましては、医療分、後期支援分、介護納付分

含めた合計で99万円で据え置くことが国において

決定されておりますので、それに基づきまして当

市におきましても据え置く予定でございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 この99万円を８回で払うわけですから、いかに

大変かと。 

 次に、現在の基金について幾らあるか伺いま

す。 

○清杉利明戸籍保険課長 国民健康保険事業準備

基金の残高についてでありますが、現在のところ

約２億8,000万円となっております。 

○松浦敏司委員 私どもはこの基金というのは、

ゼロにすればいいというふうには思いませんが、

一定程度やはり持っておく、あればいいとは思う

のですが、果たして２億8,000万円がそのままで

いいかという点では、やはりここを大いに活用し

て保険料を抑えるために、これから５月の段階で

いろいろやると思うのですけれども、工夫してい

く必要があると思うのですが、その辺での見解を

伺います。 

○清杉利明戸籍保険課長 基金の活用についてで

ございますが、病状といいますか、今回の新型コ

ロナもそうでございますが、予期せぬようなほか

のインフルエンザがはやるですとか、そういう状

況にも備える必要があり、一定額につきましては

基金を保有する必要があろうかとは思っておりま

す。 

 今後におきましては、料率の審議に当たりまし

ては基金の活用も含めて、また今後標準料率の統

一化に向けて、大きな率の上昇は抑えるという意

味からもこの基金を活用したいというふうには考

えておりますので、その時々の状況にもよります

が、いろいろと勘案しながら決定したいというふ

うに思っております。 

○松浦敏司委員 わかりました。ぜひ有効に活用

していただきたいというふうに思います。 

 次に、国保料の収納率と滞納状況について、こ

こ３年ぐらいの数字があれば教えてください。 

○清杉利明戸籍保険課長 収納率の推移でござい

ますが、現年分に絞ってお話しさせていただきま

すが、平成29年度が95.04％、30年度が95.46％、

31年度が95.71％となっております。また、本年

の１月末の収納状況でございますが、現年分で

76.18％となっており、前年同月比で0.22ポイン

トほど上昇しているような状況でございます。 

 また、滞納状況につきましては、こちらも１月

末の状況でございますが、未納世帯数は493世帯

で全世帯に占める割合としては9.7％となってお

ります。31年度の滞納状況につきましては、滞納

世帯数は485世帯で、割合としては8.4％という状

況でした。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 それで、令和２年度でいえば、２月いっぱいま

で国保料を納めるわけですから、これはほぼ前年
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並みの収納は見込めるというふうに考えてよろし

いでしょうか。 

○清杉利明戸籍保険課長 前年同月比で見ます

と、ほぼ同様な収納率となっておりますので、決

算におきましても前年同様の95％程度は維持でき

るのかなというふうには考えております。 

 また、先ほどもお話がありましたけれども、コ

ロナの影響により減収が30％以上あった世帯につ

きましては保険料の減免制度もありますので、そ

ちらのほうで対応しているという状況もあり、収

納率としては前年同様な率を確保できる見通しで

ございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 次に、滞納状況が続いていて、結果として差押

えをせざるを得なかったところがあるというふう

に思うのですが、その件数はどのぐらいあるのか

伺います。 

○清杉利明戸籍保険課長 差押えの件数につきま

しては、まず本年の１月末の状況で98件、内訳と

しましては預貯金が73件、国税還付金が９件、給

与等が６件、その他が10件となってございます。 

 また、31年度につきましては141件で、その内

訳は預貯金が88件、国税還付金が24件、自動車税

還付金が11件などとなってございます。 

○松浦敏司委員 取りあえずわかりました。 

 それで、あと短期証と資格証の発行については

どのぐらい、それぞれ伺います。 

○清杉利明戸籍保険課長 まず資格証のほうの交

付につきましてはいずれも２月１日時点で比較し

ておりますが、30年２月１日時点で30世帯、31年

２月１日時点で29世帯、令和２年２月１日時点で

30世帯となっております。また、直近の本年２月

１日現在で28世帯となっている状況でございま

す。 

 次に短期証の交付につきましては、30年２月１

日で339世帯、31年２月１日で297世帯、令和２年

２月１日で292世帯となっており、直近の本年２

月１日現在では240世帯となってございます。 

○松浦敏司委員 短期証は多分ほとんどが３か月

なのだろうというふうに思いますが、あと資格証

ですね。これは大体ここ数年は30件前後というこ

とで、こういった人たちが実際に病院に行くとき

には窓口で全額払わなければならないということ

ですから、相当厳しいことになると。払わないの

が悪いのだといえばそれはそのとおりなのですけ

れども、ただ払えない事情もあってということも

中にはいらっしゃると思うのです。そういう意味

では、この資格証というのはやはり命に関わる極

めて重要なもので、慎重でなければならないとい

うふうに私は思っているところです。 

 次に、健診助成について内容と状況について伺

います。 

○清杉利明戸籍保険課長 健診助成事業の内容で

ございますが、まず人間ドック、脳ドック、それ

から各種の集団健診におけますがん検診、それか

ら歯科検診におきまして、その全額または一部を

助成しているような状況でございます。 

 人間ドックにおきましては本年２月１日現在で

129名、平成31年度が130名、脳ドックにつきまし

ては本年２月１日現在で172名、31年度が173名、

それから健診助成のほうは合計でございますが、

本年２月１日で1,923名、31年度が3,205名、それ

から歯科検診のほうが本年２月１日で４名、平成

31年度が17名となってございます。 

○松浦敏司委員 集団健診が一気に3,205という

ふうになっているのは、それから歯科検診もこの

年は増えているのですけれども、これは何か特殊

な事情でもあってこれだけ増えているのでしょう

か。 

○清杉利明戸籍保険課長 特にこれといった理由

は把握はしていないのですが、国保を含めて保健

センターのほうも含めていろいろと周知にも努め

ているところでございますが、そういうことも影

響しているのかなというふうには感じておりま

す。 

○松浦敏司委員 よりこういう健診というのが増

えるのが、病気を初期段階で発見するという点で

も非常に大事なことだというふうに思いますの

で、努力をしていってほしいと思います。 

 それから特定健診については先ほど同僚委員が

質問しておりましたが、なかなか伸び悩んでいる

と。全道とか全国では町村の病院があると、直轄

の病院があるというようなこともお話がありまし

た。 

 網走の場合、特定健診を受ける場合、厚生病院

がすぐ頭に浮かぶのですが、そのほかにどういっ

た病院があるのでしょうか。 

○清杉利明戸籍保険課長 市内におきましては、

集団健診のときのほか、厚生病院を含め市内で10

か所程度の基本的には内科のある病院については
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ほぼ特定健診の受診はできるようになってござい

ます。 

○松浦敏司委員 そういう意味では、こういった

クリニックなどの協力も得ながら、この特定健診

の周知というのを図っていく必要があるのかなと

いうふうに思いますので、その辺もぜひ検討して

やっていってほしいというふうに思います。 

 次に、後期高齢者医療について伺います。 

 この保険は言うまでもなく75歳以上の高齢者を

囲い込んで２年に一度の保険料の見直しというこ

とで、75歳以上の高齢者にとっては大変厳しい保

険制度となっております。窓口負担を今年収200

万円以上の加入者は２割負担にということで閣議

決定されて、今の通常国会で審議がなされている

ところで、結果どうなるかわかりませんが、これ

は代表質問でも聞いたわけですけれども、その辺

改めて簡単にでもいいので御説明いただきたいと

思います。 

○清杉利明戸籍保険課長 75歳以上の窓口での２

割負担への引上げにつきましては、年収200万円

以上の方につきまして原則１割から２割へ窓口負

担を引き上げるというものでございます。 

 また、代表質問でも答弁させていただきました

が、全国市長会におきましても窓口負担の引上げ

については必要な受診が抑制されないよう低所得

者に十分配慮するという要望をしておりまして、

それも取り入れられた中で３年間１か月分の負担

増を最大でも3,000円に収まるような措置が検討

されているというふうに聞いております。 

○松浦敏司委員 これは政府の言い方としては、

若い世代が収入も当然低いし子育てにお金がかか

るから、その分を一定の収入のある高齢者に負担

をしていただくというような、そういう基本的な

考えがあってということですが、年収200万円と

いうのがあまりにも低すぎるというふうに私は思

います。月額16万7,000円の年金をもらっていれ

ばここに引っかかると。それが窓口で２割負担と

なると、これは生活そのものに非常に影響を与え

ると。病気ができない。そういう意味では、病気

をしないための政策も取っていかないと駄目だと

いうふうに思うのですが、そういう制度だという

ことで非常に問題があるというふうに思っていま

す。 

 そこで伺いますが、保険料の軽減についてどの

ような軽減があるのか伺います。 

○清杉利明戸籍保険課長 保険料の軽減制度につ

きましては、７割、５割、それから２割軽減の３

つに大きく区分されておりまして、現在のところ

は経過措置としてその軽減割合を７割軽減の部分

におきまして引き上げている状況でございます。

ただ、令和３年度からは原則７割軽減への段階的

に見直しをしてきておりますが、７割軽減に統一

されることになります。 

○松浦敏司委員 そういう意味では、より一層高

齢者は大変だというふうに思います。 

 次に、健康診査についてどのような状況か伺い

ます。 

○清杉利明戸籍保険課長 健康診査の受診率につ

いてでございますが、令和３年１月末の状況でご

ざいますが8.43％となっております。また、平成

31年度は12.65％、平成30年度は13.45％となって

ございます。 

○松浦敏司委員 それは全道平均とか全国平均か

ら見れば、この診査というのはどんな状況なのか

わかりますか。 

○清杉利明戸籍保険課長 全道平均におきまして

は、平成31年度が13.94％、平成30年度が14.24％

となっております。また、全国平均におきまして

は、平成30年度しかまだ公表されていないです

が、平成30年度は29.4％となっております。 

○松浦敏司委員 やはりここでも国保と同じよう

に後期高齢者でも網走の、国保では特定健診とい

うのですが、この後期高齢では健康診査というふ

うになっていますが、ここでも全国、全道より低

いということで、これはやはり国保と同じよう

に、直営の病院とかが全道でいえばたくさん町村

ではあるというようなことがやはり影響している

というふうに考えてよろしいのでしょうか。 

○清杉利明戸籍保険課長 後期高齢者のほうの健

康診査につきましても同様な状況かというふうに

認識しております。 

○松浦敏司委員 後期高齢者、先ほどちらっと言

いましたけれども、窓口負担が２割になれば病院

にかかりたくてもそう簡単にかかれないというよ

うなことを考えたときに、やっぱり早期発見、早

期治療という点からすると、この健康診査という

のは非常に大事な診査になると思いますから、こ

れはぜひもっと推進して、この診査が引き上がる

ような努力をしていただきたいというふうに思い

ます。 
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 次に、短期証、それから差押えについて、もし

あれば伺います。 

○清杉利明戸籍保険課長 まず短期証のほうの交

付状況でございますが、本年２月１日現在で16

人、それから平成31年４月１日で18人という状況

になってございます。それと令和２年４月１日で

18人という状況でございます。 

 それから差押えのほうの状況でございますが、

本年１月末現在での差押え件数は預貯金５件と

なってございます。また、平成31年度の差押え件

数につきましては７件で預貯金が６件、生命保険

の解約が１件となってございます。 

○松浦敏司委員 後期高齢者にとって少ない預貯

金からというふうに徴収されるとは本当に大変だ

と。この後期高齢者医療そのものが１万5,000円

以上の年金があれば差し引かれるというふうな非

常に過酷な制度だというふうに言わなければなり

ません。いずれにしてもこの状況についてはわか

りました。理解したのではなくわかりました。 

 次に最後、介護保険についてです。 

 第８期の介護保険事業が新年度から始まりま

す。代表質問でも第８期計画の保険料の基準とな

る第５段階の保険料についての答弁で、月額

5,987円となり、第７期と比較して700円上昇す

る。しかし上昇を抑えるために基金から7,500万

円投入して、基準保険料を5,799円に抑えたとの

ことでありました。 

 そこで伺いますが、基金は現在幾ら残っている

のか伺います。 

○高橋善彦介護福祉課長 基金の状況でございま

すが、令和２年度末で約１億5,000万円の基金残

高となる見込みでございます。 

○松浦敏司委員 そうすると、この令和２年の段

階で、１億5,000万円のうち7,500万円を投入して

5,799円の基準保険料に抑えたということで捉え

てよろしいでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 委員お見込みのとおり

でございます。 

○松浦敏司委員 次に伺いますが、介護給付費負

担金についてでありますが、介護保険の財源は各

種国保補助や市町村介護保険料等によって賄って

おります。その一つが、市町村が行う介護事業運

営を安定するための介護保険法に基づく国から市

町村に対して介護給付費を負担金として交付する

と。それでこの交付金はどういうものか伺いたい

のと、あと調整交付金というのもありますが、こ

れについても伺います。 

 さらに、介護保険者努力支援交付金、保険者機

能強化推進交付金というのがありますが、この交

付金についてそれぞれどんなものなのか伺いま

す。 

○高橋善彦介護福祉課長 まず調整交付金につい

てですが、こちらは保険給費に占める国の負担分

約25％のうち定率分が20％、残り５％が調整交付

金となります。各保険者の高齢者中の後期高齢者

の割合と高齢者の所得状況の格差等を基に算定さ

れるものでございます。網走市は令和２年、３年

とも過去の実績から約5.5％を見込んでいる状況

でございます。 

 また、保険者機能強化推進交付金と保険者努力

支援交付金の２つの交付金につきましては、高齢

者の自立支援、重度化防止につながる取組を積極

的に行った市町村を評価し、その評価に基づいて

自治体に交付金が支給される制度でございます。 

 具体的には、保険者機能強化推進交付金は通い

の場への参加促進や重度化防止に関する目標の設

定や進捗管理、ケアプラン点検などの介護給付費

や介護給費適正化の取組などを行っている市町村

に対して交付されるものでございます。また、保

険者努力支援交付金は予防と健康づくりに特化

し、生活支援体制の整備の取組や総合事業の多様

なサービスの創出などに取り組んでいる市町村に

対し、高齢者人口等も加味され交付金額が決定さ

れるものでございます。 

 なお、本交付金につきましては、地域支援事業

の財源への充当や新規事業への充当が認められて

いるところでございます。 

○松浦敏司委員 この介護保険というのは、今

伺った保険者努力支援交付金とか保険者機能強化

推進交付金というのは、どれだけ各市町村が頑

張って介護保険の仕事をしているかというような

査定のようなものなのかなというふうにも私は受

け取ったのですが、そんなときに網走市も今回結

果として保険料が上がらざるを得ないというの

は、それは私は頑張ってきたからいろいろな施設

ができたり、いろいろなサービスをやってきた

と、その結果として、介護保険制度というのはや

ればやるほど結果としては保険料に跳ね返るとい

う弱点といいますか、欠陥を持ったものだという

ふうに思っていて、そういう意味では、網走市は
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相当頑張っているのだというふうに、私はある意

味では評価しているのです。ところが、それが保

険料に跳ね返ってしまって、加入者が今実は支払

いが大変だというのが、私のところに届いている

し、去年の暮れにやったアンケートの中でも、高

齢者の皆さんで一番多かったのは介護保険料が高

すぎて困ったという、これが一番なのです。 

 頑張った結果、こういうふうになるのですけれ

ども、ここが実は本当に矛盾で、これまでも私も

何度も言ってきています。頑張った分国が負担す

るのならいいのです。であれば、加入者に直接行

かない。つまり国が介護保険制度に移ったことに

よって、これまでの負担とは違って４分の１を国

が負担すればいい仕組みになってしまったと。こ

こが最大の問題で、ここを元に戻すなりそれに近

づければ、この介護保険というのはもっともっと

使いやすくて、そして安心して加入者がこの制度

を使えるのだというふうに思うのですが、ここが

一番の問題だと私は思っているのですが、その辺

でもし見解があれば伺います。 

○高橋善彦介護福祉課長 今、委員おっしゃると

おり、サービスが充実してまいりますと保険料も

おのずと上昇してまいります。また、高齢者人口

も増えますとそれなりに認定者も増えていくとい

う観点から、保険料が上昇するものと考えており

ますが、積極的な介護予防活動ですとか、そう

いったところに力を入れながら、保険料の上昇の

抑制に努めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

○松浦敏司委員 そういう答弁でいいかと思いま

す。 

 次に移りますが、介護保険料は段階ごとにあり

ますが、網走の場合は12段階というふうになって

おりますが、それぞれ１段階から12段階までの人

数をお示しいただきたいと思います。 

○高橋善彦介護福祉課長 第１段階から第12段階

の人数でございますが、まず第１段階が2,122

人、第２段階が1,196人、第３段階が997人、第４

段階が1,203人、第５段階が1,196人、第６段階が

1,874人、第７段階が678人、第８段階が765人、

第９段階が349人、第10段階が211人、第11段階が

377人、第12段階が293人の合計１万1,261人と

なっております。 

○松浦敏司委員 今、聞いたばかりですから、ど

うこう評価できませんが、やはり段階が上に行く

に従って、とりわけ10段階以上になるとぐっと人

数が減っているということは言えるのかなとい

う、見ただけではそう思ったのと、やはり第１段

階の人が2,000人ということで、ここも非常に収

入の少ない人たちが多いのだろうと。第１段階か

ら第３段階まででもう3,000人ですから、相当い

るのだなというふうに思います。わかりました。 

 低所得者への軽減措置というのは、第１段階か

ら第３段階まであるのだろうというふうに思うの

ですが、その辺、軽減措置の数は今言った１から

第３までのこの人数がそれだというふうに捉えて

よろしいのですか。 

○高橋善彦介護福祉課長 委員お見込みのとお

り、第１段階から第３段階までに該当する方につ

いて低所得者保険料の軽減が受けられるものでご

ざいます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 先ほども私言いましたけれども、7,500万円多

分残るのだろうというふうに思うのですけれど

も、保険料が少しでも低く抑えられるように努力

をしていってほしいというふうに思います。 

 やはり保険料が高すぎるということが非常に市

民の声として上がってますし、そういう点ではそ

のことをしっかり捉える必要があるし、とにかく

この介護保険料が高くて苦しんでいるというのは

間違いない、これは事実ですから、その点では私

も担当課長や部長は非常に苦しいのだろうという

ふうに思いますが、より市民の目線でこの事業を

推進していってほしいものだというふうに、問題

意識を持ちながら、それはそれとして要望して終

わりたいと思います。 

○山田庫司郎委員長 以上で、本日の日程であり

ます特別会計、公営企業会計並びに関連議案１件

の細部審査を終了します。 

 本日は、これで散会とします。 

 再開は、明日午前10時としますから、参集願い

ます。 

御苦労さまでした。 

午後２時10分 散会 

 


